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科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会（第３回） 

議事録 

  

日時：平成23年11月29日（火）18:00～20:00 

場所：内閣府中央合同庁舎４号館 ４階共用第２特別会議室 

出席者：古川元久科学技術政策担当大臣、大串博志大臣政務官、角南篤内閣府参与、福下雄二内

閣府審議官、泉紳一郎内閣府政策統括官、梶田直揮大臣官房審議官、吉川晃大臣官房審

議官、大石善啓大臣官房審議官 

   （構成員）安西祐一郎委員、大西隆委員、岡本義朗委員、城山英明委員、永井良三委員、

中村道治委員、野間口有委員、橋本和仁委員、吉川弘之委員 

 

１．開会 

２．議事 

 （１）論点整理 

 （２）とりまとめに向けた検討 

 （３）その他 

３．閉会 

 

【配布資料】 

資料１  科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会 論点整理（案） 

資料２  第１回科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会議事録（案） 

資料３  第２回科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会議事録（案） 

資料４  「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会」とりまとめに向けた意見

（中鉢委員） 

参考資料 提言型政策仕分けワーキンググループＡ（Ａ３科学技術（研究開発）：研究開発のあ

り方・実施方法）評価結果 

 

【机上配布資料】 

第１回参考資料 科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会参考資料 

第４期科学技術基本計画 

資料３
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○須藤参事官 吉川先生、まだ永井先生と城山先生がお見えではございませんけれども、お時間

になりましたので、始めていただければと思います。 

○吉川座長 それでは、ただいまから第３回科学技術イノベーション政策推進のための有識者研

究会を開催いたします。 

 今日は最初から大串政務官出ていただいております。ありがとうございます。 

 まず事務局から配布資料の確認をお願いいたします。 

○須藤参事官 それでは、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。議事次第の裏面に

本日の配布資料を書かせていただいてございます。まず、議事次第、その後資料１から資料４と

いうことでございます。資料１が論点整理（案）、資料２と３が前回、前々回の議事録でござい

ます。なお、この資料２と３の議事録につきましては事前に先生方にご照会してコメントいただ

いておりますので、この研究会の後ホームページに掲載させていただきたいと思います。資料４

といたしまして、本日ご欠席の中鉢委員からご意見いただいておりますので、そちらも配布させ

ていただいてございます。その後、参考資料といたしまして、先日開催されました提言型政策仕

分けの科学技術関係のものについて配らせていただいてございます。また、机上に、参考資料の

下に吉川先生から提出いただいた資料を配布させていただいてございます。そのほか机上配布資

料といたしまして第１回の参考資料及び第４期科学技術基本計画を配布させていただいてござい

ます。欠落等があれば事務局までお願いできればと思います。 

○吉川座長 よろしいですね。それでは議事に入ります。まず議事１、論点整理に入ります。こ

れまでの議論、あるいはヒアリングを前回やらせていただきましたが、事務局でとりまとめた論

点整理（案）の論点について今日はご議論いただくということであります。まず事務局から資料

１について、科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会論点整理（案）、これを説

明していただきます。 

○須藤参事官 それでは、お手元の資料１をごらんいただければと思います。 

 ただいま吉川座長からお話ございましたように、第１回、第２回のこの場でご議論いただきま

して、その場でご指摘いただきました点と、あるいはこれまでにこの科学技術イノベーション政

策推進の在り方についていろいろと指摘されたことを踏まえて事務局で作成させていただいたも

のでございます。 

 構成といたしましては、まず論点を議論する前提となる基本認識、基本姿勢というものについ

て１ページ目にまとめさせていただいておりまして、それに従いまして２ページ以降に論点を記

載するという形の構成にさせていただいているところでございます。 
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 この資料につきましては事前に先生方にもお見せしているところでもございますし、この後の

議論というものを中心にさせていただきたいと思いますので、説明は大変恐縮ですが、項目とい

うことで簡略にさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず初めの基本認識と基本姿勢というところでございますけれども、今申し上げま

したように、論点をまとめる前提として以下に述べるような基本認識を明確にしておくことが必

要ではないかということでございます。そして、科学技術イノベーション政策に関する基本認識

ということでございます。これにつきましてはこれまでご指摘いただいた点を事務局にて、○と

いたしまして４点ということでさせていただいているものということでございます。国家戦略の

骨格をなすものとして位置付けるとか、「科学技術」から「科学技術イノベーション」への拡張

ということでの推進態勢、対象範囲とかどう考えるべきか、あるいは大学、研究開発を行う独法、

企業の３者の有機的な連携。あるいは科学技術イノベーションに参画する主体との一体化という

ことでございます。 

 さらにこういう基本認識とともに、次のような視点で今回ご議論いただければということでま

とめさせていただいているのが基本姿勢ということでございますが。それといたしましては、ま

ずこの科学技術イノベーション政策の実現のために何をどのように変える必要があるのかという

問題意識に根ざした検討を行う必要があるということで。あるいは、厳しい財政状況でございま

すので組織の肥大化を招かないという視点。あるいは国民の信頼を得る努力ということが不可欠

であるということが必要ではないかという形で考えてございます。 

 ２ページ目でございます。そういう基本認識、基本姿勢ということを踏まえてご議論いただけ

ればと思う点につきまして事務局でまとめたものでございます。まず一つ目といたしまして、強

化すべき機能というところでございます。これにつきましてはこれまでのご議論を事務局のほう

でまとめさせていただいたものでございますけれども、（１）から（５）に書いてございます司

令塔機能等につきましてそれぞれの項目の内容ということでまとめさせていただいているもので

ございます。すなわち司令塔機能といたしましてはごらんいただいているような６点。府省間の

調整機能ということではごらんいただいている２点、科学的助言機能につきましても２点、一元

的情報発信につきましても２点、３ページ目にいきますけれども、（５）の情報収集・分析機能

につきましても２点という形でございます。 

 これにつきましてご確認をいただいた後ということでありますけれども、今申し上げましたそ

の機能を現状から強化するために望ましい推進組織の在り方ということで、まず１点目として、

いわゆる「司令塔」の具体像ということでございます。これにつきましては前回のご議論を踏ま
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えまして、予算、権威、権限というそういう３点の切り口というご指摘ございましたように、そ

れに沿った形で構成させていただいてございます。 

 まず、予算編成等の資金配分における役割ということでは、まずは司令塔が俯瞰してその考え

を示す範囲をどう考えるか。あるいは「メリハリの利いた施策の実現」と「大枠としての科学技

術関係予算の確保」の考え方をどうするか。あるいは関係府省を誘導する手段として「司令塔」

に「独自予算」というものが必要かどうかという点でございます。 

 続きまして、４ページ目でございますけれども、ここにつきましては一応権威と権限という二

つをまとめた形にさせていただいてございます。まず一つ目の権威あるいは位置付けということ

でございますけれども、司令塔の構成というものをどうするかということでございます。司令塔

の構成ということで－で書いてございますように、閣僚と有識者で構成された組織であるか、あ

るいは閣僚中心の組織と有識者を分ける組織にするかというような形の話。あるいは司令塔の規

模ということにつきましては、議論自体の活性化を考えればある程度絞らないといけない。ある

いは多様な意見ということ、あるいはイノベーション政策ということが明示的に追加されたこと

を踏まえれば一定数の構成員が必要ではないかということでございます。（ｃ）以下はこれまで

の議論をまとめさせていただいたものでございますが、国家戦略全体を担当する組織、具体的に

は国家戦略会議との関係。あるいは現場の科学者、技術者と司令塔との関係の強化をどうするか。

あるいは安定的で継続的なグランドデザインの提示というものをどう考えるか。さらには、この

後のこういう司令塔等を支える機能ということとも関係するわけでございますが、その権威の根

拠となる調査・分析能力の確保ということでございます。 

 続きまして、権限ということでございますけれども、まず一つ目といたしまして５ページ目の

上になりますけれども、新たに科学技術イノベーションということにした場合、いわゆるイノベ

ーションの創出ということが新たに加わるわけでございますが、その内容と実現のために必要な

権限ということでございます。これは特に今回何が変わったのかを示すということからも重要な

点かと考えてございます。 

 次にＰＤＣＡサイクルということにつきましては、今の総合科学技術会議でも大型の大規模研

究開発の評価ということを行っておるわけでございますけれども、それに加えまして、各省の政

策の検証ということの事務として具体的に明記していくべきではないかということでございます。 

 次に各省との関係というところでございますが、これにつきましては初めの四つと二つという

ことに分けさせていただいてございますが、初めの４点は「司令塔」と各府省との全般的な関係

ということについてまとめさせていただいたものでございます。後の二つにつきましては、いわ
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ゆる既存の個々の組織との関係というものをどういうふうに考えていくかという点をまとめさせ

ていただいてございます。 

 ５ページ目最後の（ｊ）の研究開発法人との関係ということでございますが、これはご案内の

ように、独立行政法人自体の制度改革が検討されてございます。それとも連携しつつ、「司令

塔」がその研究開発法人に対して一定の関与をしていく必要があるのではないかということでご

ざいます。その関与の例といたしまして、ここでは４点ほど事務局のほうで例を記載させていた

だいているところでございます。 

 さらに国立大学法人との関係ということにつきましては、「大学の自治」に留意というのが前

提でございますけれども、個々の大学ということではなくて、国立大学法人全体に対してその国

立大学法人の能力を十分に生かせるような政策提言等というものを推進していくべきではないか

ということでございます。 

 民間企業との関係ということにつきましては、これはここの場でもご議論もございましたが、

現在総合科学技術会議でも検討しております「科学技術イノベーション戦略協議会」のような組

織というものを活用していくことが重要ではないかとさせていただいてございます。 

 こういう「司令塔」というものについての位置づけということにつきまして、そもそも国家行

政組織上の位置づけということについてどう考えるかということも一つここで書かせていただい

てございます。（ａ）という例示がよくないのかもしれませんけれども、いわゆる諮問会議的な

ものということで、調査審議、意見具申を行う組織とするという形にするのか。あるいは（ｂ）

ということで、審議を行うだけでなく、その結果に基づきまして、その施策の実施等や総合調整

を行う組織ということのほうがいいのかということが、この「司令塔」というものを今ご議論い

ただいたものを考えるとどのように考えられるかということでございます。 

 次に、いわゆる科学的助言を行う組織ということで、科学技術顧問ということでございますけ

れども。政府部内における位置づけということでございます。ここにつきましてはまず既存の体

制との関係をどう考えるかということでございます。それを踏まえて、７ページ目にいきますけ

れども、政府部内における役割をどう考えるかということでございます。さらに、政府部内にお

ける役割ということでは、この科学技術顧問と今まで言いならわしていたわけですけれども、科

学技術イノベーションを対象とするということでよいかどうかということについても論点かと考

えてございます。あと、この科学技術顧問というものを各省に置くべきかどうかということも一

つの論点かということで、それにつきましても（ｃ）という形でまとめさせていただいてござい

ます。 
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 科学技術顧問につきましては、そのほか任命の話でございますとか科学的助言と政治的意思決

定の関係、あるいは対外的な役割ということについてもそれぞれこういう形での論点としてまと

めさせていただいているところでございます。 

 さらに８ページ目でございますけれども、そういう位置付け、役割の顧問の実施する事務の具

体的内容ということでございますけれども。これは先ほど申し上げた話で若干重複しますけれど

も、いわゆる科学的助言、あるいは適切な情報発信、あるいはそのために各省に対してもちゃん

と協力要請ができるというそういうことかと考えてございます。 

 ３番目といたしまして、科学技術顧問のサポート体制ということでございますけれども、これ

もこれまでもご指摘ございましたけれども、科学技術顧問というものは一人でしてはいけないと

いうことで、自ら支える事務局機能を持つとともに、日本学術会議を中心とするアカデミー等か

ら定期的に支援を受ける仕組みということ。 

 あるいは（ｂ）につきましては先ほどの各省に置くか置かないかという話の関係と裏腹な話で

ございますけれども、もし各省に置かない場合にはどう考えるかということを書かせていただい

てございます。 

 あるいは（ｃ）といたしましては資質ということでございますけれども、基本的に政治家とい

うよりはいわゆる民間人という意味での科学者にお願いすべきではないか。あるいは公平な立場

で自らの責任で最適と考える助言を行える方、あるいは助言を行う総理との信頼感ということが

大事ではないかということを書かせていただいてございます。 

 ９ページでございますけれども、今度は人選ということにつきましては、例えば今イギリスで

は公募というふうなこともお聞きしておりますので、そういう形にするのか、あるいは政治的に

任用とするということが考えられるのかということ。あるいは顧問ということでございますので、

基本的には常勤ということが想起されるわけでございますけれども、優秀な人材を確保するため

には必ずしも常勤としなくてもいいのではないかということでございます。あと、任期というこ

とについてもお考えいただければということでございます。 

 その体制、こういう「司令塔」や顧問等を支える体制ということにつきましては３点ほどまと

めさせていただいてございます。初めは、日本学術会議等科学アカデミーとの関係ということで

ございますけれども、これにつきましてはこういう「司令塔」等が的確な判断を下すことを可能

とするために、学術会議がこういう「司令塔」等に対してちゃんとした知見を提供する仕組みを

構築することが必要ではないかということで、そういうふうに是非と書かせていただいてござい

ます。そのためには、ここのご指摘ありましたけれども、科学的助言機能をより一層充実してい
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ただくということが必要ではないかということ。あるいは学会等の意見というものをちゃんと把

握するということの必要性というのもまた別途必要ではないか。あと、産業界につきましても同

じように産業界との意見等をちゃんと把握できるような仕組みが必要ではないかということでご

ざいます。 

 あと「司令塔」と顧問を支える事務局の在り方ということにつきましては、初めのところは、

基本的に人材の効率的な活用の観点から、共通の事務局で良いのではないかということを書かせ

ていただいてございます。 

 さらに、２番目といたしまして、３行目ですが、若手研究者のキャリアパスの一環として登用

することというものを考えるべきではないかと書かせていただいてございます。さらに、この前

にもご議論ありましたけれども、事務局に在籍する行政官というものにつきましても明確なルー

ルということも検討が必要ではないかということで書かせていただいてございます。 

 さらに、事務局について自前のシンクタンク機能が必要かどうかということについても一つの

論点ということで書かせていただいているわけでございます。 

 基本的に個別にご検討いただきたい議論としてはそういうことでございますけれども、そうい

うご議論を踏まえまして、最終的にはまず４と５ということで。４として、その議論につきまし

てまず早急に対応すべきところと中長期的といいますか一定の時間をかけてやるべき事項という

ことについてどう考えるかという話。あるいはこれは第１回のご議論にもありましたけれども、

そもそも運用でできる話と制度改正が必要な事項ということについてもしっかり分ける必要があ

るのではないかというご議論がありましたので、そういうことについてもご議論をしていただけ

ればというふうに考えてございます。 

 なお、先ほども申し上げましたように、この論点につきまして資料４で中鉢先生からもコメン

トをいただいておりますので、今後の意見交換に当たってはそちらのほうもご参照いただければ

と考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

○吉川座長 ありがとうございました。 

 大変精力的にまとめていただいて、非常に内容が多岐にわたる、こんなに議論したのかなと云

う印象ですが、非常に詳細に書いていただいてありがとうございました。 

 それで、この指摘いただいた論点以外に何かこれもぜひ議論しておくべきだというようなこと

があればここでご提案いただきたいのですが。よろしいでしょうか。どうぞ。 

○岡本構成員 基本認識というところに入るかとは思うんですけれども、私がこの場にお呼びい
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ただいたことにも関係するんだと思うんですけれども、後ろのほうにも書いてあります、独法改

革の議論があるのですが、それだけにはかかわらず、やはり行政刷新会議なんかで広く議論はさ

れている、その中で研究開発が重要だと議論はされていますので、そことの整合性というのはや

はり認識した上での議論を進めなければいけないということで、新たにつけ加えるというわけで

はございませんけれども、そういうご認識をちょっと忘れずにということはあるべきかなと思い

ますので。 

○吉川座長 分かりました。それはある時点で触れてみるということですね。 

○岡本構成員 そうです、各論にかかわってくる発言ということでございます。 

○吉川座長 ありがとうございます。 

 それでは、次にいきますが、その前に私から、まとめという段階の論点の一つでもあるのです

が、資料番号のない資料を配っております。これは、私の指摘というか、頭の整理をするだけで

すので公表するべきものでも何でもない、話の糸口だという意味で書いたものです。ちょっとこ

れをごらんいただけますか。この変な図ですね。 

 これは、政策として一番問題である国家戦略、これを左側にセクター別に書いてありますが、

これは私が任意に思いついて書いた例にすぎません。国家戦略にいろいろな重要な柱がある。そ

の中に当然科学技術研究も並びます。しかしながら科学技術だけでなくイノベーションというこ

とを言ってしまった以上、これは横並びに置いておくわけにはいかなくなります。ここに書かれ

ている知財、情報通信、宇宙、国土、医療、など、いずれもイノベーションが起こり得るセクタ

ーですので、科学技術イノベーションについての組織論を考えるときには、このような一種の交

錯した、あるいは直交したような構造を念頭に置かなければいけないというイメージを持つ必要

があります。 

 しかし、ここで直交とは言うものの、変な曲線が書いてありますが、科学技術イノベーション

戦略と、重要な国家戦略の柱である戦略とが内容的にどういうふうに関与しているか。知財とい

うのは非常に科学技術に近いわけですけれども、例えば財政なんかはお金が研究費としてかかわ

っているという意味では非常に強い関係がありますが、財政そのものについては科学技術がどう

いう貢献するかという意味ではそう多くはないというようなことがあり、セクターによって科学

技術の関わり方が違います。こういった違いを考慮しつつ、かつこの交点においてどういう協調

関係がありうるかということ、これは今日の議論ではありませんが、この点を念頭に置いて考え

ないと、イノベーションの国家戦略における意義が決まらないのではないかという指摘です。 

 図中に数字が書いてありますが、青で書いたのが研究開発法人の数です。Ｘですね。例えば科
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学技術研究に関しては八つぐらい研究開発法人がある、情報通信は一つ。宇宙・海洋で一つずつ

です。それから国土は七つあって、医療・福祉は三つある。このどれにも研究者がいます。した

がって、科学技術イノベーションというときには少なくともこの研究独法にどういう関係を持つ

かということも考えざるを得ないので、少なくともこの研究をやるべきだという情報、あるいは

こういう研究をしてほしいというメッセージ、そういったものが政治から研究者にどのようにし

て届くかということを考える必要がある。 

 それから次は、これはちょっと先走っていますが、科学技術イノベーション首席顧問が仮にい

たとする。これは戦略本部のメンバーですが、このひとが一人浮いていてはいけないので、関係

府省に対して科学技術イノベーションの戦略に関する情報を発信するとともに、今申し上げた関

係府省が実施している科学技術イノベーションがどういうものであり、またどのような状況にあ

るかを十分に把握したうえで、日本における科学技術イノベーションの総体がどのような状況に

あるかを認識している人でなければならない。このような仕事はこの人一人ではできないので、

顧問会議のようなものを置く。顧問会議、これがどういう会議になるか今は未定ですが何か必要

です。そういった意味で、ここには双方向の情報のパイプがあって、日本における研究がどうな

っているのかということを認識すると同時に、逆にここから科学技術イノベーションの大きな方

針が常時各省あるいは各省についている研究法人、また多くの研究者を抱える大学に伝わってい

くというような構造が必要であり、それが今回の改革の重要な点であると考えます。 

 それからその次は、これはシンクタンクというのをどう置けばいいかということで、これもい

ろいろ難しいと点がありますが、とりあえず定員を持たないバーチャルなシンクタンクがいいの

ではないかという気がいたします。というのは、組織を新設するとこれはやはり非常に重くなり

すぎますので。例えば科学技術振興機構の研究開発戦略センターとか、あるいは文部科学省の科

学技術政策研究所といったところはそのままこのグループが一種の仮想的なシンクタンクになっ

て、この司令塔の要請に従ってさまざまな結論を出していくというようなシンクタンクが考えら

れます。それから、日本学術会議については、大学シンクタンクというのを大学につくってもら

って、これを日本学術会議に移し、そして学術会議のさまざまな作業に役に立つ情報を提供して

いく。こういったことも今度の改革ではできるようにしておいたらどうかと考えています。 

 最後の図は、これは研究法人、32ですか、存在しているということであります。 

 こういうことで、非常にさまざまなことが書かれているのですが、念頭に置くべきことは大き

く分けて二つあり、それは日本の大きな国策、国家戦略に対して科学技術イノベーション戦略と

いうものをどういうふうに埋め込んでいくかということと、それから現実の研究者に対してその
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科学技術イノベーション戦略をどうやって研究者およびイノベーションの実現者に向けて広げて

いくかという、そういう二つのミッションを司令塔あるいは顧問が持つのではないかということ

をまず念頭に置く必要があると考えているのです。 

 それでは、議事（２）ということですので、（２）というのはとりまとめに向けた検討です。

これについてちょっと事務局のお考えも含めて申し上げておきます。基本認識と基本姿勢につき

ましてはできれば短時間ですませる。それから、Ⅱの研究会で検討する必要がある論点というの

が、これが実は機能、司令塔、科学技術顧問と大きく分けてこの三つに分かれています。今日は

できたらそこについてのやや具体的なイメージを明らかにしていく。ここには人数はどうかとか、

どういう人が入るかというようなことが既に疑問形で書かれていますけれども、そういったこと

に対する回答もできたら出していこうと思います。 

 基本認識と基本姿勢については、これは前回２回にわたって、非常に大きな深い議論もしてい

ただきましたので、これについては10分ぐらい、特にご発言があれば伺いたいと思います。 

 最初に、それでは、基本認識と基本姿勢、Ⅰ番ですね、資料１の１ページにかかわること。こ

れについて何か改めてご発言があれば。 

 岡本さん。 

○岡本構成員 独立行政法人のことなんですが、今吉川先生がおっしゃった、日本の国家戦略の

科学技術政策を担うその司令塔の下にいるそういう独立行政法人ということを見ると、今の研究

開発と名前がついている独立行政法人32法人ですけれども、全て対象にしてここで言う研究開発

法人ではないと私は思うんですね。したがってそこの議論というのは、刷新会議の独法会議の議

論はしておりますけれども、むしろどういうものがここで言う研究開発法人なのかというところ

の議論はやはりこちらのほうから出していただくというのが結構重要なことかなと思います。 

○吉川座長 そうですね、そういう議論があるわけですね。 

○岡本構成員 はい。実際に32法人を含めて全ての独立行政法人にヒアリングをいたしましたが、

今ここで議論させていただいているような研究開発、全ての研究開発という名前がついている独

立行政法人を担っている方は決してそうではないと思います。その辺の議論と。 

 それからもう１点。国立大学法人と研究独法との関係なんですが。ここはよく並列で議論され

るんですが、ここはやはり明確な違いというのを、法人格も違いますから、出していただかない

と、同じ研究者が違う法人にいるだけというわけではないと思いますので、そこの議論もぜひ、

細かい議論にかかわってくると思いますけれども。 

○吉川座長 いや、それは非常に大事なことで、私は、日ごろ一番大事ではないかと思っている
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ところです。やはり現在の我が国の問題点というのは、基礎研究が非常に進展して、予算も投入

し、そして大学の研究も世界一流になってきたと言われながら、それがなかなか産業や社会の諸

分野につながっていかないという問題です。これはある外国の統計によれば、研究費の投入に対

して産業振興が日本は遅いというようなことも言われるような有様です。 

 それは一体なぜかというと、この前のヒアリングのときに理研の女性研究者、高橋政代さんが

言っていましたが、基礎研究、応用研究と分けて研究費が支給されるが、研究現場の事実を見る

とみな基礎研究をやっている。実際の研究費の中身は95％が基礎研究に使われているというご発

言でした。いわば今の岡本先生のご発言とも似ているのですが、応用研究の名の下に実は基礎研

究をやっているのだということです。その結果産業と基礎研究がつながらないという、これは一

つのジャパンプロブレムであるといえます。 

 そういったことで、今のご指摘と関係するところでは、基礎研究と産業とのつなぎをつくると

いう人たちを意識的にあるいは政策的につくる必要があると私は考えます。その可能性を持って

いるのは実は研究法人なのです。つなぎの研究を大学の中につくることももちろん可能ですが、

政策的にはなかなかできません。大学の自治があり、自発的にやることになり、事実行われても

いますが少ない。そういう意味で、この研究法人が実は大学とは全く違って、産業につなげるつ

なぎの役目を果たす役割を持っているはずなのです。研究法人の研究者がその意識を持つことに

よって、逆に必要不可欠な存在となり、ジャパンプロブレムを解くことができる。ですから、こ

れは非常に大事な問題です。いずれその部分はまたちょっと触れるということにいたします。あ

りがとうございました。 

 どうぞ。 

○大西構成員 基本認識のところなのですが、ここは書いてあることはこれからどういう観点で

以下の新しい提案をするかという確認みたいなことは書いてあるんですよね。ただ、その前にな

ぜ現在ある総合科学技術会議なり一連の活動を改組して改善していく必要があるのかというとこ

ろが基本的な認識に本来はなるべきだと。つまり、そこに何か問題点があるからそれを改めなき

ゃいけないわけですね。 

 吉川先生今言われたように、まさにイノベーションという言葉を今回使うということは、科学

技術の研究がうまく産業あるいは社会に生かされていないというところに問題があるわけですか

ら、しかしそこのところを暗黙の了解にしてはいけないので、やはり簡潔に明記する必要がある

と。それが出発点になるんじゃないかと。ぜひそこは書き込んでいく必要があると思います。 

○吉川座長 分かりました。それは書き込みましょうね。 
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 どうぞ。 

○野間口構成員 お二方の意見は私も大賛成なんです。、科学技術から科学技術イノベーション

の言葉に変えたことは、科学技術を社会に役立てるところまでもっていくということの重要性を

指摘しており、その点をを明確にすべきではないかと考えます。例えばＩＭＤとかＷＥＦのラン

キングを見ましても、日本の科学技術セクターは、結構高いランキングを得ているにもかかわら

ず、日本の競争力というランキングでは順位が著しく落ちるというのは、イノベーションの実現

力という点で大きな問題があると考えます。今回は科学技術イノベーションという形で新しくや

っていくんだという点を明確にすべきではないかと思います。 

 資源小国で、少子高齢化という厳しい状況すの中で、科学技術立国を志向する我が国において、

中鉢さんの資料にも書かれていますが、科学技術担当大臣は、専任の大臣をにして、国家戦略の

主要メンバーとして参加してもらう必要性を高らかに謳うべきと思います。 

○吉川座長 そうですね。それはどこかに出てくるのでしたね。 

○須藤参事官 国家戦略との関係につきましては、４ページの（ｃ）というところでまさに科学

技術政策担当大臣を国家戦略会議のメンバーとなることの必要性という形で書かせていただいて

いますが。論点としては今の野間口先生がおっしゃいました専任ということについてはこの資料

には出ておりません。 

○野間口構成員 最初のサマリーに出てくるところが基本になるところですからね。 

○吉川座長 これは前回から議論しているわけですが、国家戦略の中の科学技術イノベーション

戦略というのは極めて重要なものであるから、そこに柱として入れるということです。ここで私

の資料をご覧いただきたいのですが、柱といっても他のものと違う。並列に置くことはできず、

図のように交差しているのです。それが原因で、科学技術イノベーションを戦略の柱として扱う

ことが難しくなっているのですが、しかし野間口さんおっしゃるように、これはしっかりと意識

し手置かなければいけないと思います。ともすれば各省の政策の中に埋没して、全体としての重

要性が見えにくいところがあるのです。。 

○城山構成員 多分形で言うと、問題は基本認識にかかわる話だと思いますが、場所としては恐

らくⅡのところの体制のところの話として書くべきではないでしょうか。今は会議体のメンバー

がどの大臣まで入るべきかというところだけ書いているんですけれども、多分それと同時に専任

大臣を置くべきだということを入れるのであれば、そこに明確に入れるというのがいいんじゃな

いかなと思いますけれども。 

○吉川座長 そうですね。 
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○城山構成員 基本認識のところはやはり大きな大局認識で、なぜ専任大臣を置かなければいけ

ないのかという前提となるようなことをむしろ書いていただくということかなと思います。 

○吉川座長 前提で書く、よろしいですか、そういう形にしましょう。 

 どうぞ。 

○中村構成員 この中でいろいろなステークホルダーが一体感を持って進めるべきだということ

が書いてあるんですが、例えば産あるいは研究開発法人の積極的な参加を促すというんですかね、

イノベーション、これから日本が科学技術イノベーションやろうとしているのにぜひ積極的に参

加してもらって、一体感を持ってやるように進めるということが必要なんじゃないか。特に企業

が日本の研究開発の４分の３以上金使っているわけで、彼らがもう少し前向きにこういう動きの

中にコミットするというのは非常に重要なことで、そういうことを呼びかけるようなものになれ

ばいいかなというふうに思います。 

○吉川座長 そうですね、企業については余り触れていないのです。この報告書の中で企業の位

置づけを考える必要がありますが、企業に呼びかけるというのはいい表現ですね。 

○中村構成員 呼びかけているという感じをですね。 

○吉川座長 そうですね。それは非常にいいご指摘です。 

○城山構成員 恐らく、ちょっと先ほど岡本委員も触れられた有機的連携、大学、研究開発を行

う独立行政法人、企業の有機的連携というのは一応入口に書いているんですけれども、多分連携

の前提として幅広い参加を呼びかけた上で有機的連携を図るという、既存の人たちだけの有機的

連携ではないというニュアンスを多分出していただくというのがイントロであり得る話ではない

でしょうか。 

 もう一つは多分後で議論になるんだと思いますけれども、有識者とは何かというところですね。

一応科学技術顧問というのは基本的にサイエンティストだと思うんですが、多分それ以外の産業

なりの現場なりのそういうタイプの識見を持っている人たちの話が余り今の議論では入ってない

ので、そういう方々をどうするかというのをちょっとどこかで議論されたらいいのではないかな

と思います。 

○吉川座長 そうですね、それをやはり明示的に表現していくという方向になろうかと思います。 

 どうぞ。 

○永井構成員 これからの科学技術イノベーションは、必ずしも研究者が頑張って社会へ実装す

るというだけではなくて、社会と一緒につくっていくという面があります。人や社会を対象とし

て知識をつくる、それが価値を生んで、さらに社会あるいは世界に広がっていくという構図です。
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そういう意味では社会と一緒につくる、社会の側にもいろいろな役割を担ってもらうというよう

なことが少し入るとよいのではないかと思います。 

○吉川座長 なるほど。大変いいご意見ですね。 

 どうぞ、岡本さん。 

○岡本構成員 先ほど野間口先生がおっしゃった専任の大臣を置くというところに戻るんですけ

れども、私はその意見に非常に賛成なんですが。そのときにいわゆる縦割り、調整業務というこ

とで、やはり文部科学大臣あるいは文部科学省との関係というものがもうそこで答えが出てくる

ように思うんですね、前提条件として。そこははっきりスタンスを書いたほうがいいと。あえて

言うと、府省横断事業もやっている内閣府あるいは文部科学省との重複はやはり整理をして、今

後本部のほうに一元化をし、というようなところにおのずからくるのではないかなと。そうしな

いと、いつまでたっても縦割りというものはなかなか直らないと。ただ、そこを一歩踏み込むか

踏み込まないかというのが前提条件とやはり私は置くべきなんだろうなと。それがつくと大臣も

専任と。 

○吉川座長 それは文部科学省が持っている調整機能。 

○岡本構成員 内閣府が持っている調整機能。 

○吉川座長 それがごっちゃになってるのですね。 

○岡本構成員 そこをこの本部が総合調整を行うと。 

○吉川座長 総合調整ということで、そこに集約しようということですね。 

○岡本構成員 という意見を私は持っていますけれども。 

○吉川座長 そうですね、それは現実的な課題ですね。 

○岡本構成員 それがやはり大臣になると専任大臣というのになるんじゃないかなと思います。 

○吉川座長 そうですね。。 

○城山構成員 今の点、具体論は恐らく３ページ以下のところの司令塔の具体像、これは一体ど

ういうことを機能として書きこむかというところにかかわってくるんだと思います。例えばこれ

よく分からないところもあるんですね。例えば資源配分の方針を示すというのは、例えば今の内

閣府設置法の中でも似たような表現はあるので、そういうものと文部科学省の所掌事務の関係の

整理を表現上やるのかどうかとかも課題となります。あと、これは最初のころに事務局からのお

話にあったと思いますが、今の科学技術基本計画というのはある意味では行革前にできているの

で、基本的には政府が決定するもので、最終的には文部科学大臣の調整機能の下でやると。ただ

し、総合科学技術会議の議を経るという形になって、ワンクッション入れているというストラク
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チャーなんですね。そうじゃなくて、例えば科学技術基本計画は新しい戦略本部が策定するみた

いな表現にするのかどうか。例えば海洋だとか宇宙の話は基本的には戦略本部あるいは総合政策

本部がつくって、場合によっては閣議決定するという書き方になっているので、そこまで一元化

するかどうかという、多分そういうところが具体的な話として出てくるので、そこは各論のとこ

ろへ多分ちゃんと書き込むことが重要かなと思います。 

○吉川座長 そうですね。分かりました。 

 どうぞ。 

○大西構成員 ちょっと今の議論より前の議論の延長ですけれども、全体にやはり科学技術政策

が直接影響を及ぼすというか手段として動員できる範囲というのが、国が直接かかわる研究開発

法人とか国立大学にかなりウェイトがあると。これはやはり従来の科学技術政策というのが５兆

円なりの金をどう管理、有効に使っていくかというところに関心があったので、直接それを使う

国の機関とかあるいは国のお金が相当出ているところをテリトリーとして考えてきたというとこ

ろがあると思うんですね。ところが、今度イノベーションというふうに拡張すると、まさに皆さ

んおっしゃるように、民間企業がその担い手であるし、広く社会全体が裨益をするものになると

いうことになるわけですから、そこは概念を広げないといけないと思うんですよね。だから、書

き方のところで、身内のいわば国立大学とか研究開発法人にああしろこうしろというところと、

さらに大きな活動の中に参画してもらう主体が広いと、あるいは評価してもらう主体も広いとい

うところをきちんと書き分けないと、俺は入ってないんじゃないかとかいうような疑問が起こっ

てくるという気がします。 

○吉川座長 なるほど。先ほど呼びかけという話もありましたが、そういったことをもっと明快

に、範囲を示すということですね。 

○安西構成員 重なりますけれども、基本認識と基本姿勢ということですと、やはり今の時代に

国民が待望しているということへぜひメッセージを出していただきたいし。科学技術、特にイノ

ベーションということは一体どういうことなのかということを、基本認識、基本姿勢ですので、

特に科学技術が今までのある意味枠の中だけではなくて、本当にやはり社会にかかわって、同じ

ですけれども、やっていくんだということをやはりしっかりうたっていただきたいなというふう

に思います。 

 また、基本姿勢ですので、そのために今までできなかった、やってこなかったことをちゃんと

やっていくんだというそういう責任をメッセージとして打ち出していくということがとても大事

なことだと思います。今いろいろお話されますことというのは、本論のところできちんと書き込
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んでいただければと思います。 

○吉川座長 そうですね、そういうスタンスが最初から必要ですね。 

○安西構成員 国民に対するメッセージとして非常に大事だと。 

○吉川座長 そうですね。 

 よろしいでしょうか。 

 幾つもご指摘いただきました。整理は事務局にやってもらいますが、ランダムに申し上げて、

まず専任の大臣をきちっと置くということがあります。それからイノベーションの担い手が変わ

ってきたということについての輪郭をはっきりさせること。それから、担い手だけではなくて、

積極的参加という意味ではもっと広く今回の動きに対してこういう動きに参加してくれと、参加

に対する呼びかけという問題が出ました。さらにそれは別な言い方で言えば、科学技術政策ある

いは科学技術イノベーション政策というものは非常に概念として広がってきているわけであり、

これが実は一般の人々の従来受けてこなかった領域にまで科学技術の恩恵というのは及ぶのだと

いうことのメッセージをきちっと出すというようなシナリオでもう一回整理していく、こういう

ことでしょうか。 

 それでは、ほかにございますか。機能のところはいいですか、これで大体。 

 さて、それでは、具体像へ、今のお話とも関係しますが、３ページ目以降です。ご意見がござ

いますか。 

○野間口構成員 ２ページは。 

○吉川座長 ２ページありますか。では、２ページいきましょう。２ページは機能のところです

ね。まず論点ですからね。それでは、まず機能でいきましょう。 

 どうぞ。 

○橋本構成員 これは今２ページのところ、私ちょっとこのペーパー全体にはたくさん意見があ

るんですけれども、２ページのところまででしょうか。２．１の前まででしょうか。どこの辺ま

で議論する。 

○吉川座長 いや、４ページからは別になりますよね。 

○橋本構成員 では、２ページ目、３ページ目でよろしいですかね。 

○須藤参事官 そういう意味で言いますと、今橋本先生がおっしゃいましたように、機能という

ことでありますと２．１の前ですね、３ページの上の（５）までで。 

○橋本構成員 ５までですね、はい。最初に、司令塔機能のところなんですが、今ずっと議論が

ありましたように、科学技術イノベーションといって、それでそのための①のところが多分一番
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重要なんですけれども、政策全体を俯瞰した上でのメリハリの利いた施策実現のための一元的な

総合調整、総合調整が１番に書かれているのかなと思うんですね。そうじゃなくて、やはりこれ

は施策実現のための立案とか実施機能だと思うんですよね。これメリハリの利いたというのはど

うもずっとトーンとして予算の効率化みたいなイメージがずっと流れている、それはそれで重要

なんですが、やはり今ここで必要なのは、科学技術イノベーションを達成するための施策実現の

ための立案と実施としての司令塔という位置付けを明確にするべきだというふうに思います。 

○吉川座長 なるほど。ありがとうございます。 

○橋本構成員 その下にはいろいろ企画とか立案というのは、これはもう個別になってきますの

で、まず機能としては一番、じゃないかなと。 

○吉川座長 そこをきちっと書くと。 

○岡本構成員 今の先生のご発言の中の実施のところなんですが、立案をしたものを実施をする

主体は別にありますよね。 

○橋本構成員 そうです。 

○岡本構成員 そうすると、この本部がどこまでかかわれるのかと。 

○橋本構成員 これこの後の議論になってくるんじゃないんでしょうか。でも、立案だけで終わ

るのではなくて、実施のための、後からまた議論、私なりの意見はありますけれども、それはだ

から実施主体に対しての指示ですね。そこも含めて私は今実施と申し上げました。 

○岡本構成員 そこが非常に微妙だと思っていまして。例えば先ほど研究開発独法の例を取り上

げると、この本部があって、主務省というのがあって、それで法人というふうになってきますと、

主務省を飛び越えてどこまでこの法人にかかわるのかという議論が非常に、我々のほうで議論す

るには非常に微妙な影響を持ってくるかなと。 

 当然今の独立行政法人と似たような形でこの研究開発法人の在り方が出てくるとなると、主務

大臣が基本的にはかかわってくるというところと、この本部がどのようにかかわるか、そこはす

ごく議論をしなきゃいけないんじゃないかなと思っています。 

○橋本構成員 ええ、そこは大変重要で、それを分かって言っているつもりなんです。ですので、

ここで実施という言葉を入れておかないと、自動的に切れてしまうんじゃないかなと思ったので。 

○岡本構成員 はい、先生のおっしゃることよく分かりました。 

○大西構成員 今の点でちょっと違和感があるんですよね。今復興庁の議論が別の世界で進んで

いますけれども、その復興庁と今の対策本部ですね、震災復興対策本部の大きな違いは、実施機

能を復興庁は持つという、そこが違うんですね、法律上。実施機能は幅があるんですけれども、
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強く考えれば、これは全ての事業を実施、まさに国にかかわる事業を実施するということになる

わけです。だから、ここに実施と書くと、幅が一番極端にとれば、全ての科学技術イノベーショ

ンの国の事業について実施をするということになるので、これは膨大な役所になるわけですよね。

それは私は現実的には考えられない、この短期の議論でその結論まではいかいと思うんですね。

そうすると、実際の実施する部隊というのは、当面この中でそれをいじるという議論まではでき

てないわけですから、それがやっていくのをいかにこのイノベーションということが加わった目

的に沿うようにいわば導いていくのかというのがこの司令塔のまさに役割になるんだろうと。そ

うすると、そこではいろいろなやり方を使いながら、いかに誘導を図っていくのかというところ

に徹していくべきであって、そのことを実施と書くと書きすぎなのかなという気がするんですけ

れどもね。 

○吉川座長 そうですね。 

○永井構成員 立案、実施も大事だと思いますが、その前に戦略構想ということをやらないとい

けないのではないでしょうか。今までの科学技術あるいはイノベーションには、大きな穴という

のがやはりあったのだと思います。もっと広い目でまず戦略を立てて立案して、どこまで実施す

るかということだと思いますが。多分関係府省だけではカバーしていない部分があると思います。 

○吉川座長 俯瞰した上で総合調整するだけではなく、実際に実施を始めるための戦略立案まで

やるということですね。 

○城山構成員 多分今永井先生がおっしゃられた点はすごく重要で、機能として④のサポート機

能は書いているんですよね。動向や社会的期待や社会的影響を把握した上で企画立案をするとい

うのはまさに戦略策定のための基礎作業なので、これに基づいてまさに戦略をつくるという作業

が必要なので、それは明示的に書いたほうがいいというのはそのとおりだと思います。 

 それから、先ほど来の議論は、恐らく今のこの資料で言うと６ページの選択肢の下のほうに司

令塔の位置付けの（ａ）、（ｂ）で書いてあるところの話になります。今の総合科学技術会議の

役割の書き方というのは調査審議、アドバイスなんですよね。それに比べてその下に書いてある

のは、これは例えば宇宙とか海洋の本部の表現をとっているんですけれども、どういう表現をと

っているかというと、調査審議だけじゃなくて、ここは大西先生のニュアンスも含めると微妙な

表現ですが、実施の推進及び総合調整なんです。実施とは書かない。だけれども、実施の推進と

いう表現は入っています。何とか本部というのには大体このぐらいまでは入っているんですね。

それがどう機能するかというのはまさに現実を見ないと何とも言えないんですが、このぐらいの

表現を入れるかどうかということが多分一つのポイントだと思います。 
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 それからもう一つは先ほど申し上げたように、ここの書き方も若干うがった読み方かもしれま

せんが、例えば今の司令塔機能の②は科学技術基本計画に示された施策の実施の確保なんですね。

そうすると、では科学技術基本計画は誰がつくるんだという問題があります。計画がもともとの

話としてあって、その戦略を具体化するものとして司令塔の機能があるわけです。今の科学技術

基本法だと、これはやはり政府がつくって、文部科学省が最終的にサポートしてつくっているん

ですけれども、要するに科学技術基本計画を策定するとか作成するという表現までをその司令塔

の機能として明確に入れるかどうかというのが問題としてあります。やはり戦略機能を入れるの

であればそこまで入れないとつじつまが合わないだろうなと思います。これは海洋とか宇宙です

らそこは作成とか策定とかそういう表現は入っているんですね。最終的に閣議に持っていくかど

うかとかそういう問題はもちろん残りますけれども。ですから、その科学技術基本計画の実施と

いう書き方で書いているんですが、その前提となるような、少なくとも作成にかかわることも戦

略の具体像としてやはり具体的に書き込むということが、先ほどの文部科学省との関係において

もやはり重要なのかなと思います。 

○野間口構成員 先ほど大西先生がご指摘された、今の総合科学技術会議でなぜできなかったの

かと。いう点について、我々民間にいるころは、勇気を持ってやればここに書いてあるようなこ

とはほとんど実行に移せたのではないかと、思っておりました。そういう意味では、当然やらな

ければならないと思います。 

 あえて今回違うとしたら、宇宙やＩＴは、科学技術の研究的なチャレンジをしておりますが、

業務的な要素もあります。そういうところに対して、少なくとも科学技術イノベーションにかか

わるところは、司令塔機能と助言機能は持たなければいけないと思います。そういうのを思い切

ってマニフェストすべきじゃないかと思います。 

○吉川座長 イノベーションの戦略を立てるところほかにないわけですね。ですから、ここがや

るということを明示しましょう。ですから戦略立案も入れる。ただ、実施に関しては実施の推進

という表現になる。 

○城山構成員 そういう表現が今までとられていたと。それが何を意味するかは現実には微妙で

すが…… 

○吉川座長 実施者ではないということですね。 

○城山構成員 実施者ではない。 

○吉川座長 実施の推進で我慢する。 

○橋本構成員 もちろん、それは後からそういう意味で言っているんですね。後から、要するに
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今のように単にアドバイス機関の位置付けではまずいということを言いたかったわけで。城山先

生おっしゃっているように、後ろのほうでそこ議論するので、そこで議論しようと思っていたん

です。 

○吉川座長 そうですね。分かりました。 

 では、先ほど永井先生からご指摘いただいた、戦略構想は入れるという方向で考えます。これ

は科学技術イノベーションに関する戦略構想をつくる。それをここでは例えば実施の推進という

表現で、そこまで範囲を広げていくということですね。 

○城山構成員 ちょっと一つだけ確認させていただきます。科学技術基本計画の作成みたいなこ

とを司令塔の役割と入れるかどうかというのが問題としてあるんだと思います。ただ、これを本

当に実現しようと思うと別の法律も変えなきゃいけなくなるので、そういうことは多少業務的に

はありますけれども、ただ、戦略をつくってあとは科学技術基本計画の実施だけというのは変な

ので、間が抜けているわけですよね。そうすると、戦略と実施の推進をやるのであれば、科学技

術基本計画にはかなり能動的に関与するということを明示的に書いておくということは必要なの

かなという感じがしますが。 

○吉川座長 そうですね。城山先生のご指摘は、戦略構想と実施の推進というのをきちっと書き

込むということですか。 

○城山構成員 今の表現だと、②に科学技術基本計画で示された政策の実施になっているんです

けれども、そもそも科学技術基本計画を作成のところにもちゃんと関与するということは明示的

に書いておいたほうがいいだろうということです。今も法律上は、総合科学技術会議の議を経て

となっているんですけれども、多分それは作成という表現と違うんだと思うんですね、そこは。 

○吉川座長 法律的に最終的にどういう形になるかどうかは別として、実質的に基本計画そのも

のをつくることにかかわるべきであることは当然だとお思います。これもやはりはっきりと書く。 

○須藤参事官 はい、それは別段あれですけれども、１点だけ申し上げます。今まさに城山先生

は法律の文言という意味で総合科学技術会議の議を経てということになっているということをお

っしゃっていただきましたけれども、基本的に、実質的に今の基本計画はそういう意味で総合科

学技術会議はそこが若干微妙な位置付けということになるかもしれませんけれども、実質的な内

容については総合科学技術会議がつくっているということで、これまでの四つの基本計画をつく

っておられるということかなと、実質的にはそういうことではないかと思いますが。 

○城山構成員 ここはむしろ最初のころに議論あったと思いますが、若干二重的になっているわ

けですよね。それで、基本方針は総合科学技術会議でやって、文部科学省ベースで基本計画を調
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整して、最後閣議決定に持っていっているという。だから、２段構成になっていて、だから総合

科学技術会議の実質的関与はあくまでも基本方針の話ですよね。計画それ自体ではなくて。そこ

は例えば海洋とか宇宙の場合には計画それ自体が本部が作成するとかそういう表現になっている

んですね。そこが２段階構成を維持するのか、先ほど岡本委員のお話があったように、文部科学

省のところをきれいにある程度するのであれば、そこはもう明示的に位置付けるというところは

はっきりさせたほうがいいのかなという、そこの判断だろうと思います。 

○吉川座長 どちらがいいですか。 

○野間口構成員 せっかくやるのですから、それはしっかりと新しい形にすべきだと思います。 

○吉川座長 では、やると。方針も立て、計画も立て、そして実施の推進も行うと、こういうこ

とですね。 

 では、そういう基本線でいくということにします。 

 ほかはよろしいですか。 

 どうぞ。 

○城山構成員 これはむしろ後にかかわってくるんだと思うんですけれども、（１）の２ページ

の司令塔機能の⑥のところで、有識者等の科学的助言を踏まえた政策の企画立案となっていて、

このときの有識者というのは誰なんですかという問題があります。後のほうで詳しく科学的助言

なり科学顧問の話は出てきていて、ここは前回大西先生が言われましたし私も申し上げましたけ

れども、サイエンティフィックなアドバイスと政策全般に関するアドバイスとはちょっと質が違

うんじゃないですかということで、かなりそこは共有していただいたと思います。そういう意味

でいうと、科学的なアドバイスというのはある意味では科学のところにある程度自己限定するこ

とが重要なんだと思います。ここでいう司令塔機能へのアドバイス機能、有識者によるアドバイ

スというのは必ずしも多分科学的助言だけではなくて、まさに先ほどビジネスなり社会の現場を

踏まえた助言とか、ある種政策的助言も入ってくると思うので。そういう意味でいうと、一つの

表現はここは科学的助言だとちょっと狭いので、せめて「等」ぐらいを入れてもらったほうがい

いなというのと。 

 逆に言うと、どこかで司令塔を支援する有識者というのが科学的顧問だけでいいのか、別のタ

イプの有識者がいるのかとか、あるいは科学的顧問はある意味ではいろいろなタイプの有識者の

あくまでも議長的なステイタスでいるのであって、科学的顧問を通していろいろなタイプの有識

者の意見も入ってくるのかとか、ちょっとそのあたりを多分各論で議論していただくといいのか

なと思います。ここはとりあえず表現は科学的助言だと変なので、「等」ぐらいを入れておいて
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ほしいということです。あとは、実態としては有識者をどう考えるかということをむしろどこか

で議論していただく必要があるかなと思います。 

○吉川座長 そうですね。この場合科学といったときに、社会科学なども想定されますか。 

○城山構成員 社会科学も入り得ると思います。例えば経済的な効果はどうかとか、経済という

観点からあるサイエンティフィックなアドバイス、そこは科学でいい。 

○吉川座長 それは別に科学でなければ助言を受けないという原則論も現実的ではありませんか

ら、科学的助言等という表現のほうがいいかもしれませんね。ありがとうございます。 

 それで、ほかはいいですか。科学的助言機能というのもありますね。 

 それでは、次にいよいよ具体的な話になっていくので、とりあえずそちらへ入ってみて、また

戻ることも可ということにしましょう。それでは、３ページの２ですね、１で示した後の２で、

（１）科学技術イノベーション推進の「司令塔」の具体像というところを見ていただきます。こ

の具体像というのは６ページまで続いています。 

○橋本構成員 でも、先生、大分違う内容が入ってる。①と②は全然違うし、③も違いますし。 

○吉川座長 そうですね。では①ごとにいきますか。まず①、予算編成と資源配分における役割

というところ、これは３ページですね。 

 どうぞ。 

○橋本構成員 今までの議論にあったように、この司令塔というのは非常に重要な高い位置にあ

るんだと思うんですね。ですので、これは独自予算の、３ページの下に書いてますが、もし司令

塔が独自予算を持つんだったら全部持たないと、全部持つんだったらいいですけれども、そうじ

ゃなくてある一部分を持ってここは自分であとはなんてこんなことはできっこないんだと思うで

すね。やってはいけないんじゃかと思うんですね。 

 ですので、私はこのまず司令塔の位置付けを明確にして、やはりそういう科学技術政策をやる

上での司令塔なので、１段上にあるんだと。だから、そこが予算を持つようなことではなくて、

その前のほうですね、この検討項目に書かれていることが検討項目の中のｃとかｄのところ、例

えばｄで大枠としての科学技術関係予算を確保するために何をやるかというと、相対評価による

厳格な優先順位付け、検証可能な設定、評価などを通じて、メリットどうのこうので信頼感を得

ると、なんかこう内向きというか抑える方向ばっかり書かれていまして、そうじゃなくて、やは

りそういう司令塔なんだから、これは例えば科学技術関係予算の総枠をつけたときの決定すると

きとか、あるいはシーリングの話とか、そういうところも関与するというかそういうことがまず

一番大きなものであって。それであとこういうことなのかなという気がいたします。 
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○吉川座長 そうですね。 

 どうぞ。 

○安西構成員 司令塔というのは、後のほうに書いてあるんですけれども、どこまで、誰までを

司令塔と言うのかというのはちょっとなかなか分かりにくくて。閣僚が入った戦略本部を司令塔

というわけですね。 

○吉川座長 そうです。科学技術イノベーション戦略本部があり、それが司令塔であり、その長

は総理大臣です。そこに閣僚が入る。 

○安西構成員 そういうことですね。そうしますと、一つは、その司令塔に誰がメンバーとして

入っているのかということは非常に大事で、私はやはり所管、科学技術イノベーションに関与す

る大臣はやはりそこの戦略本部にきちっと入っていないと、科学技術担当大臣が専任であろうと、

それと総理大臣とか官房長官とか本当に少数で戦略本部だというのよりは、やはりきちんと所管

の大臣がみんな入って科学技術についてちゃんと情報を共有して決めるということが大事なので

はないかと思います。少人数のほうが決めやすいように見えるかもしれませんけれども、やはり

実際の実施は各府省がやるんだと思いますので、そこのところは大事だと思います。 

 それからもう一つは、今もありましたけれども、予算を決めるというか予算を立てていくこと

の権限を、予算の権限をどこが持つかということはとても大事で。やはり司令塔のところがきち

んとその予算権限を持っていただかないと、絵に描いた餅になるということだと思います。 

○吉川座長 そうですね、司令塔の構成については、この②のほうに出てきます。規模、人数等

もあります。これをも含めてご議論いただきたいと思います。例えば今の安西先生のご指摘は、

少なくとも所管、科学技術に大きく関連する所管の大臣、総理大臣は別として、所管の大臣と科

学技術イノベーション担当大臣が入る。あと総合科学技術会議の場合の有識者に該当する人。で

すから、そういう人が入るのか、また科学技術イノベーション顧問を入れるか。これらを検討い

ただきます。 

○安西構成員 私は科学技術主席顧問といいますかね、私は顧問というのは何人か、吉川先生の

案にありましたように、各府省に科学技術顧問がいたほうがいいと思うんですけれども。 

○吉川座長 そうですね、それは必要と考えています。本部には首席が一人入る。 

○安西構成員 そうですね、そういうメンバーではないかと思います。 

○吉川座長 そうですね。総合科学技術会議ですと、余り理系の科学ばっかりになるので、一人

文系を、社会科学系を入れようという話もあったわけです。その人たちを入れてゆくと、大体似

てるようなイメージになると思います。。 
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○安西構成員 やはりさっきから言われている戦略の総合的な立案と、それからそれの実施の推

進ですね、それをやっていくのに必要な人材はきちんと入れていただいたほうが結局はうまくい

くんじゃないかというふうに思います。 

○吉川座長 そうですね。 

 では、大西さん。 

○大西構成員 さっき橋本先生言われた意見、私も賛成で、３ページの一番下で、司令塔の独自

予算というのが全体と比べ小額の独自予算という、いかにも志の小さな低い書き方になっていて、

非常に全体の中で一番ここが気になったのですが。つまり、ちょっと自由に使うお金をあげるか

らこれで満足しろというようなことになっては足元を見られると思うんですね。やはり全体、科

学技術イノベーション予算全体をマネジメントするということが橋本先生おっしゃるように必要

なので。 

 その意味では、今結局最終的には予算は財務省も関係して、私の理解では結局歳入なりどのぐ

らいお金があるのかということと予算はリンクしていますから、この本部が司令塔が幾ら何々に

つけるというところまでは決めきれないと思うんですね。ですから、やれることはやはり科学技

術イノベーション関係の施策の優先順位をつけると。それでお金がなかったら優先順位の低いの

から切っていってもらうというようなことをするということは考えられると思うんですね。そう

いうこともなければ、結局言ったことを参考にして自由に予算が決まると、自由と言っては言い

すぎかもしれませんけれども。やはりそこにやり方をきちんとルールを決めて、予算に対して影

響を与えることができるようにするということが必要ではないかというふうに思います。 

 その下にある調査分析機能というのが出ているんですけれども、私はこの点非常に大事だと思

っていまして、次のページでＰＤＣＡサイクルの確立というのが右のほうに書いてあります。こ

れをぜひやらないといけないと。つまり、科学技術イノベーション政策というのが本当に有効な

のかということがまさに問われるわけですから、ＰＤＣＡサイクルで調査分析をきちんとやって

評価を行うというのが特にＣのところが決定的に大事だというふうに思うんですね。なかなかこ

れ役所はできにくい領域なわけです。つまり、過去の施策をいわば否定する場合もあるわけで、

だけれども、そこをちゃんとやるということが必要だと。 

 それからもう一つだけ。その下のほうに宇宙、海洋、ＩＴ、知財といった各推進施策のための

こういう組織をどうするかということが書いてありますけれども、私はこういうものをイノベー

ションの非常に現場につながるような施策をやっているところを取り込んでいかないと、イノベ

ーションと謳っている意味がないということなので、ぜひこの中で、宇宙、海洋はいろいろな事
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情もあるということですが、それを含めてＩＴ、知財等についてはここに含めていくということ

が必要だろうと思います。 

○吉川座長 はい。 

○永井構成員 最初の①の次の丸ですが、司令塔が調整機能的に位置づけられていると思います。

司令塔がまず政策課題に即した重点化方針を示して、それに基づいて施策が立てられるという、

そのような記述の方がよいと思います。ですから（ａ）もまず施策全体が出てきて、それを把握

して意見を言うのではなくて、まず政策課題に即した重点化方針を示して、それに基づいて施策

が立てられ、それを把握して実施を推進するというような、順番を変えた方がよろしいと思いま

す。 

○吉川座長 そうですね。 

○永井構成員 これがまさに戦略機能だと思います。そうしませんと府省横断的なプロジェクト

というのは出てこないんですね。 

○城山構成員 今いくつか出た議論に関してですが、１つはメンバーの範囲をどうするかという

のが一番大きな問題です。吉川先生が最初ご紹介されたこの絵とも絡んでくるのだと思います。

イノベーションというからには狭い意味の科学技術だけではなくて応用分野の現場をある程度含

む必要があるので、多分広げる必要があるだろうというのはある意味で共通項であると思います。 

 ただ、問題はそのときどこまで、どういう形で広げるかという話です。今の総合科学技術会議

でいうと多分首相、官房長官、科学技術担当大臣まではマストで、あとは首相が指名するものと

なっていて、正確には覚えていないのですが、多分経済産業大臣はほぼ常に入っているのですが、

あとはアドホックです。だから、そこを多少広げるとすると一体どこまで広げるのですかという

辺りが多分１つの問題になってきて、例えばエネルギーはある意味では経済産業大臣が入ってい

ますが、医療とかあるいは農業とか、ある意味ではそういうフィールド、前線になるようなとこ

ろを入れるかどうか。その入れ方も指名して書き込むのか。それからあと枠のところを少し考え

て、そういう人たちが入れられるような枠の数を指定しておいて、あとは相対的な重みづけはそ

れぞれの政権であるでしょうからやる。ただし、枠は少し広げておくことにするのか。そういう

選択肢があるかなと思います。 

 若干それとも関連してくるのは、大西先生が言われた本部との関係です。私も基本的にはイノ

ベーションまで入れるとすると、海洋と宇宙は個別分野なのでちょっと別に置くとしても、ＩＴ

と知財の話は考え方としては統合した方が筋は通るだろうと思います。そのときに若干、これは

マイクロな調整事項ですけれども出てくるのは、多分今の知財本部とＩＴ戦略本部は多分全閣僚
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が入っている。ある意味で全部が現場だという発想です。つまり例えばＩＴについては、電子政

府であれば各省やっているわけなので全部入りますと。そこに引きずられていいのかというとこ

ろは工夫が必要です。 

 その戦略本体にどの省庁の範囲で入れるのかという話と、多分今やっているＩＴ戦略本部とか

知財の本部はかなり具体的な細かい話もやっているので、そのレベルを全部吸収できるのかどう

かは微妙なので、場合によってはそこはサブグループを作るなり、補完的メカニズムをやること

にしないと、全員引っ込んでしまうとさすがに大きすぎるだろうなと思いますので、そこは工夫

する必要があるかなと思います。 

○吉川座長 いろいろな工夫が要りますね。これは私も考えてみたけれども非常に難しい問題で

す。確かにこの図にありますように科学技術が非常に強く影響するとか、そうではないとか、さ

まざまなものがあるわけです。しかし関連しているといえば全部関連しているわけですから。関

連者と言ってしまうと全部入ってしまう。 

 とりあえずは現行のように枠というか、マストの人がいて、それ以外に話題別によっては入っ

てくるような柔らかい組織にせざるを得ないでしょう。 

○城山構成員 各省からとれる枠を少し広げるぐらいというのはあり得るのかなと。 

○吉川座長 そうかもしれません。 

○城山構成員 正確なところは覚えていませんが、そうすると少しその利用に関わる省庁の大臣

にも入ってもらう。ただし、事実上の核になるほどは広げませんよという、そこはある程度戦略

性が必要です。どこをターゲットにするかというのはそれぞれの政権の優先順位もあると思いま

すので。 

○吉川座長 そうしないとイノベーションになった原因がはっきりしないということですね。 

（古川大臣入室） 

○吉川座長 大臣が見えました。お忙しいので、ここで一言お話を。中断しますね。 

○古川大臣 どうもすみません、議論していただいている途中で恐縮でございます。科学技術担

当大臣を務めております古川でございます。国会にて党の関係でこれまで出席できなかったので

すが、大変熱心にご議論いただいている状況につきましては大串政務官や角南参与から随時報告

を受けております。吉川座長をはじめ、お集まりの有識者の皆様方に心から感謝を申し上げたい

と思います。 

 私は国家戦略担当大臣も兼ねておりまして、国家戦略の方では国家戦略会議を立ち上げました。

先の総合科学技術会議の本会議におきましても、これは野田総理から科学技術イノベーションは



- 27 - 

 

新成長戦略の主力のエンジンであると。そういうふうに位置づけられているので、とにかくこの

新しい司令塔は国家戦略会議にも政策のインプットを行う形にしたいと思っております。そうい

った意味ではこの研究会の方で新しい司令塔が示していただく方向性を着実に実現できるように

していきたいと思っております。 

 この司令塔は今申し上げましたけれども、戦略会議とも密接に連携することによって、今もご

議論になっていたと思いますが、メリハリの効いた資源配分や、あるいは規制改革といった事項

についてより影響力を与えることができるのではないかと思っております。 

 これまで私もアメリカやイギリスの科学技術補佐官ともお目にかかってお話を伺ってまいりま

した。イギリスなどでは各省に科学技術顧問を置いて、毎週１回科学技術顧問の皆さんが集まっ

て情報交換、意見交換をしている、そんなお話も伺いました。何でもイギリスの方式がいいかと

いうと、今の民主党政権も政権交代以降目指したのはイギリス方式だったのですが、文化とか違

うと相当そこはそれぞれの社会に根ざしたところもありますので、ただそのまま持ち込めばいい

ものではないというのは私自身の実感としてよく分かっております。しかし、そこは理解をした

上でいい部分は日本のシステムに応用すると。日本人はそういう意味でそのまま輸入するよりも、

そこをうまく日本流にアレンジする、モディファイする技術、これは大変古来優れているわけで

ございます。是非諸外国の科学技術を国家の中枢的なものと位置づけて、これを実際に、今回は

科学技術イノベーションと、単に科学研究だけではなくて、最後イノベーションまで繋げていっ

て、そしてまたそれを次の基礎研究や、あるいは新たな技術開発に繋げていくという、そういう

サイクルを作っていく、その在り方としてどういう政府の中の在り方がいいのか。縦割りを是正

して科学者の皆さん方と、また役所の人たちと、そして我々政治家がしっかりコミュニケーショ

ンをできるような、そういう形を是非作っていきたいと思っております。そのためにもここで皆

様方に議論していただいていることは、その方向性に従ってまとめていきたい。できれば来年の

通常国会にはそれをまとめて法案という形にもしてまいりたいと思っております。 

 大変限られた時間の中で忙しい先生方にご無理を言っておりますけれども、どうか皆様方熱心

にご議論いただきましておまとめいただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○吉川座長 ありがとうございました。それでは議論を続けます。 

○中村構成員 先ほどの予算は非常に大事だと思いますので確認ですが、ここの司令塔が予算に

関して果たすべき役割というのは、３ページにありますように大枠としての科学技術予算の確保

に向けた努力と、それから大きなマクロな資源配分の方針を決めることと、そしてその優先順位

づけをする。この３つと考えてよろしいのでしょうか。確認です。 
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 大きな枠としての。 

○吉川座長 大枠ですね、１つは。 

○中村構成員 それから資源配分の方針ですね。 

○吉川座長 配分ですね。 

○中村構成員 それから優先順位づけですね。 

○吉川座長 そうですね、予算に関してはですね。 

○中村構成員 この辺をはっきりさせておくことは非常に重要だと思うのですが。 

○吉川座長 当然大枠は一番関心事というか、これによって非常に大きなものが決まります。も

ちろんこの司令塔で決めるわけではない。これはある意味では国家戦略の中で決められるべきも

のですから。その国家戦略会議で主張できる基礎資料をここで揃えて出すというのが大枠です。 

 それからその配分と受容度の順位を決める話がありました。個別政策を決める前にマクロな予

算配分を決める。 

○中村構成員 どういう分野にどういう割合で資源を投入するか。 

○吉川座長 そうです。それはやはり個別の省庁から出てくるプロジェクトの前に決める必要が

あります。それが予算の配分ということでしょう。 

 それから優先順位、これはなかなか難しいわけです。付ける必要がある場合もあれば、そうい

うことがつけられない場合もあろうかと思います。この３つが一応ここに書かれてはいます。 

○岡本構成員 要するにプランニングというところであれば、今、先生方がおっしゃった部分で

すが、結局、予算を執行した後の結果を次の予算にどう反映するかというところが私などは重要

なのかなと思います。ここの事務局の文章にも目標の設定でありますとか、評価とか書いてあり

ますが、そこを次の予算にどう結びつけるかというところまで含めた予算に関わる資源配分とい

うふうに私は理解します。そういう理解でいいのかどうかということかと思います。 

○吉川座長 そうですね。もちろん配分して終わりではありません。 

○岡本構成員 そういうことに関連しますと、今いわゆる司令塔が諸先生方がおっしゃったよう

な機能を持つべきだと私も思いますが、結局、そこをどう具体的に実務的に下ろしてくるかとい

うと、その司令塔を支える事務局をどう構成するかということ。それは後の議論かもしれません

が。ここはすごく重要なことになって、そこが例えば各省からの指定席になってしまったり、あ

るいはローテーション人事では困るというところです。現実にそういう本部を支える事務局はか

つていろいろなところに既に存在しています。その通りにならなかったということもあると思い

ます。その辺はぜひ議論を。 
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○吉川座長 そうですね。それは十分意識されていると思います。 

○岡本構成員 これは後の方に書いてあると思います。 

○吉川座長 具体的には従来の事務局では非常に難しかったのかもしれないのですが、シンクタ

ンクというようなものを付けて、恐らくこれはかなり高度な調査手法というものが必要になると

思います。 

○岡本構成員 先生がおっしゃったそういうシンクタンク機能を踏まえた上で、各省に対してあ

る程度一段上に立った指導権限というような、指導権限というのはおかしいですね、調整機能と

いう意味かもしれません。それを持つような事務局がないと、いかに司令塔を作っても絵に描い

た餅かなという気はいたします。 

○野間口構成員 先ほどの安西先生の司令塔というのはどこまでを指すのだという点と絡むと思

います。今、岡本委員がおっしゃったような問題は、司令塔が大臣で構成されるというだけでし

たら、それを支える科学技術顧問のレベル、あるいはその下の事務局スタッフレベルまで含めて

指すのか。それをはっきりしておいた方が今後の議論のために役に立つのではないかと思います。 

○城山構成員 前回、総合科学技術会議の白石先生が来られたときのやり取りの中にもあったと

思いますが、どういうタイプのサポート人材が必要かということで、多分２つぐらいあって、シ

ンクタンク的な機能で動向を分析したり、社会的期待を把握したり、技術が社会的影響をどう持

つかを分析する、そういうシンクタンク的な機能は１つの核として多分必要だと思います。 

 もう１つは、ある程度方針を受けて、各省から来た人たちをちゃんととりまとめて、今のお話

でいうとちゃんと指揮というか、ガイダンスしてマネジメントしていくような人たちが必要です。

前回の議論だと政策起業家みたいな言い方をしたと思います。そういうマネジメントしていくタ

イプの人と両方います。その２つのタイプは人の育て方も多分違うと思います。２つのタイプを

サポートしてどう確保するかはすごく重要です。 

 今のこの記述の中でいうと５ページのｉのところの２つ目の線です。司令塔は各省間を連携さ

せる仲介の役割を担うべきだ。連携を仲介する人材はどう育成し、確保すべきかという辺りがあ

ります。ここはまさにある程度の方針を受けて実際に各省の話を繋いでマネジメントをやる人材

というイメージなので、ここもきちっとサポート体制なり人を確保する必要がありますよという

ところを強調していただくといいのではないかと思います。 

○野間口構成員 そこまで含めて司令塔の役割ということですか。 

○城山構成員 そうですね。 

○野間口構成員 それは私もいいと思います。 
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○安西構成員 司令塔というときに戦略の本部の戦略の機能と助言の機能が混ざっています。こ

の書面だと。それは例えば科学技術顧問はかなり助言の機能も持っているし、大臣、総理等々の

科学技術担当大臣はやはり戦略といいましょうか、総合的なそこに責任を持つと思うので、そこ

が一緒になって司令塔と言われているように見えます。そこは科学技術顧問が戦略本部に入るこ

とはむしろ大事だと思いますが、その２つのファンクションを一応分けていただいた方がいい。

それが１つ。 

 それから、先ほどから手を挙げさせていただいているのは、戦略本部としての司令塔は予算を

決める権限はないかもしれませんが、相当の重みを持って、そこで予算がこうだと言ったら、や

はり通るようにしてもらわないと下はなかなかやっていられないと思います。相当多くの人たち

が関わっていますので、そこの言いぶりはこちらもあれですけれども、戦略本部なる司令塔が予

算を認めさせる権限はかなり重みを持てるようにできればしていただきたいなと思います。 

○橋本構成員 それに関わるかですかね。予算策定に関わる、そういう言い方ではないですか。 

○安西構成員 それが２点。３点目は先ほどから司令塔、戦略本部の方の司令塔のメンバーの問

題ですが、私が科学技術に関わる大臣はなるべく入った方がいいと申し上げている理由は、やは

り科学技術イノベーションとなると迅速な判断と、それから情報の共有が求められると思います。

やはり責任ある方々が２段階になっていると、それだけでもって情報の共有が間接的になってい

くのではないかと思いますので、閣議のメンバー全部が入るということは考えられないですが、

そこのバランスのとれたというよりも判断と情報の共有がきちんとできるような、それが迅速に

できるような面から是非メンバーを考えていただきたいということでございます。 

○吉川座長 そうですね。私も具体的に誰が入るかは考えていないのですけれども、ご指摘の通

りイノベーションという以上は無関係なところは非常に少なくなってくるわけです。そこに書い

てありますように関連の大きさはずっと変わるのですが、それがどういう形で関係するかという

のは、これは具体的な組織作りのときにそういう問題が出てくるだろうと思います。 

○安西構成員 例えば月一とか、どのぐらい司令塔の会議が開かれるかということにもよると思

いますけれども、かなり世界の動向は早いので、そういうことに対する対応も是非考えておいて

いただければと思います。 

○吉川座長 そうですね。 

○安西構成員 それから評価ですね。この戦略の評価、それから助言の評価というものをどうや

ってやるか。先ほどもありましたが次の予算にどう反映するかという非常に大事なことです。そ

のメカニズムについて、総合科学技術会議はよくやっておられたと思いますが、課題としてはや
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はり戦略立案と、それを評価する、それが一緒に重なっていたように思います。そこのところも

申し上げておければと思います。 

○吉川座長 最後の評価の問題については、総合科学技術会議がもし司令塔であるとすれば、司

令塔が認可した１つのプログラムが良いか悪いかというような評価はすぐにすべきものではあり

ません。当然、それが実際にイノベーションを通じて社会にどういうふうに効果したかを評価し

なければいけない。そうなると個別のプログラムの評価というのはなかなか難しいのだと思いま

す。ですから、むしろ自分たちがこれからどういう戦略を作っていくのかという上において、伝

統的にずっと何年もかかってやった科学技術研究というものがイノベーションを通じて社会にど

ういうふうに貢献したかを評価し、それによって次の立案をしていくという、大きなサイクルの

評価になると思います。ですから、それは特定のプロジェクトがどうのこうのという話とは全く

違って、現在の我が国の科学技術の浸透の度合いを見るという、そういう評価こそ戦略の本質に

とって必要なものです。 

 こここにはやはり調査機能が必要であり、やはりシンクタンク的なものになるのかなという気

がします。 

○永井構成員 それはまさにＰＤＣＡサイクルの確立ということと非常に関係があると思います。

新規技術の評価というのは確かにすぐには難しいかもしれませんが、既存技術ですね。既存技術

の評価、あるいは新たな課題の設定というのが非常に重要で、特に公共政策に絡んでいるような、

例えば医療とか、あるいはエネルギーでも、既存の技術で公共政策に組み込まれた技術の評価と

いうのはしっかりやって、それを新たな重点化方針の提示にもっていくという、そうした調査機

能をこの司令塔は担うべきだろうと思います。 

○吉川座長 そういうことですね。 

○野間口構成員 評価というのは、いわゆる研究の評価とかそういう狭い範囲でとらえられてい

るような気がしております。総合科学技術会議の評価といえども、世界との競争とか、それから

ある大学でやっている研究、ある独法でやっている、エネルギー、バイオマスを例にあげても、

いろいろなところでいろいろな研究をやっておりますが、全体が俯瞰的に見えるのは、今の体制

では総合科学技術会議だと思います。そうすると、当然のことながら最後の結果が出てからの評

価ではなくて、途中段階での研究のやり方や知恵の集め方、世界との協力の仕方、そういうのが

分かると思うのです。そういうのに対して助言するなり、方向づけをするなり、そういった貢献

というのは大いにやるべきではないかと思います。そういう意味で、評価にもいろいろな評価の

仕方があるのだと思います。 
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○城山構成員 まさにおっしゃられたように評価はいろいろなものがあります。プログラムの評

価という意味で必要になると同時に永井先生言われたように必ずしも新規技術でなくても既存技

術でも、例えば公共政策の関係で再評価することによっていろいろな使い方なりいろいろな工夫

の余地が出てくるというのもあるわけです。そういう意味でいうと事後的なプログラムの評価み

たいな話と同時に、その技術についてどういう社会的可能性があるのかみたいな、ここでも技術

の社会的影響評価という言葉を入れていますが、そういったようなものも多分必要で、ちょっと

違ったタイプの評価だと思います。ただ共通して言えるのは、ある程度戦略作成とか実施とかを

中心になって回す人からちょっと距離をとった形でそういう評価をして、それを情報提供する必

要があります。ある意味ではその人たちはある程度自由度を持って評価して、いろいろな可能性

を探っておかないと、最後の戦略として使われるのはその一部かもしれませんが、自由なある程

度アセスメントができるような仕組みをある意味では本部自身が中に持っておく必要があるのか

なという気がします。 

○吉川座長 そうですね。 

○岡本構成員 先ほどの意見と違うことを申し上げます。評価をやる主体が政策の企画立案主体

と戦略を立案する主体と一緒でいいのか。先ほど自分が言ったことと違うのですが、別の主体の

方がいいのかもしれないなという気がします。 

○吉川座長 そうですね。それはコンフリクトオブインタレストという点ではそうなるかもしれ

ません。ただ、私は思うんです。評価というのは２つあって、１つは既に今までのお話に出てい

ますが、評価することによって社会あるいは第三者がある種の理解と判断をするというサービス

的な評価です。もう１つは、自分がやっていることを常に次の戦略を決めるために過去にやった

ことの自己評価をしなければならないという、そういう評価があって、ここのＰＤＣＡでは後者

が重要です。自分が戦略を決めた。それが果たしてうまく作動したのかどうかを見る、こういう

ことですからね。それが第三者にやってもらってももちろんいいのですが、本質的に何を知りた

いかを司令塔である本人が一番知っているはずです。司令塔自身が意図をもって作ったのが戦略

であり、その意図が進化しなければならない。意図とその実現ということは、研究という未知の

ものを含む場合には、第三者だけでは理解が困難な対象です。 

○城山構成員 司令塔が自己評価することはいいと思いますが、ただその前提としていろいろな

観点からの評価があることをシンクタンク機能として確保することがまさに大事です。シンクタ

ンク機能というのはあまり決定と近づきすぎると、ある意味で決定者の顔色を見てしまうわけで

す。そうすると自由に可能性を把握できなくなるので、そこはある程度距離を持って、同じ組織



- 33 - 

 

の中にあってもいいと思いますが、例えば距離を持ってそういうことができる部署と、まさに自

己評価をして戦略にダイレクトに繋げていくところと、そこは併存するような形を考えていただ

くのは重要かなと思います。 

○吉川座長 シンクタンクはここではまだあまり提起しておりませんけれども、私のイメージで

はやはり一種のオートノミーを持つべきだと思います。これは科学的なシンクタンクですから、

決してそれは社会の中の利益構造を仮定して、利益を実現するための独特の手法を考えるシンク

タンクではないんです。そうではなくて客観的な状況の把握と、それに対応すべきエビデンスに

基づく戦略の探索、それから成果がどうなったかという科学的な評価ということですね。そうい

った問題のために存在しているシンクタンクですから、大学のオートノミーとは違うけれども、

ある種のオートノミーを持って、実際にそれを使う、シンクタンクの結果を使う人からの要請を

100％聞いて作業していたのでは新しいことを提案する可能性がなくなるのです。世の中にはビ

ジネスに有用な情報を提案するシンクタンクが存在していますが、それとは違う公共性を持った

シンクタンクでなければならないと思います。 

○大西構成員 今、評価の議論になっています。先ほど私もＰＤＣＡは極めて大事だと思うので

すが、現実問題としては司令塔が全ての科学技術イノベーション政策を自分の戦略に基づいて展

開していくということはできないですね。特に有識者にとっては不満が残るわけです。だから当

面大事なことはＰＤＣＡを自らイノベーション施策に関わる省庁の施策に対して実施していくと

いうことで戦略をいかに貫いていくかという、そこに全体を誘導していくための評価、ＰＤＣＡ

サイクルというのが非常に重要なのではないか。だから自らやらないといけないと私は思います。 

 中座しなければいけないのでもう１つだけ、最後のところに、科学技術顧問を支える体制とい

うことで学術会議のことを書いていただいています。その中で１つだけ科学的助言機能を充実さ

せるということが学術会議に求められているというのは肝に銘じたいと思いますけれども、それ

は実施していくときに、今シンクタンク機能というのは出ましたが、調査分析機能を学術会議と

して充実させることがやはり必要ではないか。吉川先生のメモに大学シンクタンクをうまく作っ

て学術会議と連携していったらどうかという案がありました。そういう案も非常に貴重な案だと

思います。これを我々としてもこれから検討を深めていきたいと思いますが、顧問との関係でこ

ういう役割も果たしたいと。 

 それから、先ほどどなたかの発言にありましたが顧問と司令塔の関係です。これはやはりイコ

ールではないと思います。ですから、そこはうまく使い分けて書くことがやはり必要なのだろう

な。顧問がアドバイスすることはかなり広くて、科学技術の応用のかなり広い部分があって、実
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際に司令塔が扱う施策の範囲よりももっと広い可能性があるし、施策で議論していない、あると

んでもない事象が起こったときに何かやらなければいけない。したがって首席顧問は１人かもし

れないけれども、いろいろな場面でそれをサポートする体制がないとなかなか大変だろうと思い

ます。 

○吉川座長 非常に仕事が多いと思いますね。 

○橋本構成員 それはちょっと混同していますね。 

○吉川座長 安西先生のご指摘にあったところですね。要するに司令塔と顧問との関係は一体ど

うなっているのかということです。それは必ずしもこの段階では明快にされていないようです。

ただ、司令塔＋顧問というものが今度新しくできるとすれば、それははっきり２つの機能を持っ

ていて、それは国家戦略に対して科学技術の立場で乗り込んでいくというか、国家戦略の中でど

れぐらいの重要性を持つかということを主張する。それは予算の大枠を決めることであり、配分

を決めることです。しかし、この司令塔がどんなに立派でも、それだけでは決して国家戦略の力

になり得ないという基本的考え方がここに提案されている組織にあるのです。それは、その下に

いる80万人の科学者とか、あるいはイノベーションの行動者としての産業が実際にこの司令塔に

対するサポート、というより信頼、トラストを思っているという力があればこそ国家戦略の中で

力を発揮できるという考え方です。ですから、明らかに司令塔＋顧問というものは実際の科学者

からのトラスト、いわば信任を受けて、それの代表者として国家戦略をやっているという側面を

持つことが必要条件です。内容はもちろん自分たちが決めるのですが、そのトラストを受けてい

るということが大切です。そうすれば、今度は逆に上で決まったことは国家戦略で決まった、例

えば予算の大きさというものを実行する部隊が今度はある意味ではきれいに矛盾なく実行できる

という、こういう構造になっているわけです。 

 ですから、今のままの組織、総合科学技術会議では、一般の科学者に対して顔を持つことが難

しかった。多分、その顔は顧問がもつであろうということが言外にも書かれているのです。その

意味で、司令塔と顧問は一体で、その２つが別々のもので対立するようなことがあったらもう終

わりだと思っています。それは研究者や産業人が国家戦略として出てくる物を受けて積極的に行

動するための必要条件としての、戦略作成過程についての信頼であるといえます。顧問というも

のを通じて、国家戦略あるいは国家の科学技術イノベーションに関する政治に対する期待感を持

つということです。 

 一方実際の政治から見ると、それは司令塔を通じていろいろな要望が上がってくる、こういう

ことですね。そういうような構造になっていると思います。それが切れてしまったら、実力のな
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い司令塔になってしまうのではないでしょうか。 

○城山構成員 まさにおっしゃられたように別のものなんだけれども、切れてはいないという、

そういう距離感だと思います。今の表現ではそれなりに工夫はしていただいていて、７ページ辺

りに書いてある政府部内における科学技術顧問の役割のところですが、要するに科学技術的アド

バイスというのと政策決定に関するそれ自体の政策のアドバイスは性格が違う、分けましょうと

か。あるいは科学的助言と政治的意思決定の関係で、政治的意思決定はまさに戦略ですが、そこ

は一定の距離をとる。しかしながら、そこにちゃんとインプットするというのも科学的顧問の重

要な役割である。そういう意味では切れているわけではない。 

○吉川座長 それをしないと科学者のトラストが得られない。 

○城山構成員 その点はある程度書かれていると思うので、そこを確認していただくということ

かなと思います。 

○吉川座長 そうですね。これは明快にしておいた方がよろしいですね。 

○安西構成員 切れてはいけないと思います、それは。一体であるべきだと思いました。 

○吉川座長 しかし、はっきり違う機能を持っているということは明快にしておく、こういうこ

とですね。 

○橋本構成員 ５ページの一番下です。研究開発法人との関係というところが自分で研究をやっ

ている人間として大変気になっております。ここを読みますと、司令塔が研究開発法人に対して

研究開発の成果が最大限出るように一定の関与ができる形にすると書いてあります。一定のと書

いて、その下に小さいので見ると活動に対して主務大臣に勧告することができるようにしてはど

うかと書いてあります。これを見ると、現在、行政刷新会議で城山先生と岡本委員がいらっしゃ

るからあれですが、そこでやっておられることは多分関係しているような気がします。研究開発

法人と他の独法とはどこが違うか。一番違うところは研究開発法人の場合は研究開発成果が一番

良く出るようにということがあります。もちろん効率化とかそういうのはありますが、それプラ

スか、それの前にか分かりませんけれども同じような位置づけで研究開発成果の最大化のための

ものが必要だと思います。 

 そうすると現実に私は今、大きな国家プロジェクトをさせていただいていますが、そのときに

自分たちの成果を実証実験しようと思ったら入札にかかるんです。こんなことあり得ないけれど

も入札にかかる。なぜそんなことがあるのか。やっているところも困っているわけです。 

 だけど、これは制度上そういうルールになっている。それは独法の通則法か何かで決まってい

るんですかね。なので、その調達の部分はそういうルールに乗らないといけないので、自分たち
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の研究成果を選んでもらうのに他のところも入れて、すごく変なことが起きています。これは明

らかに研究成果の活用のためには別のそういう制度が必要だということが消えてしまっていると

思います。 

 あとは最近出たことで申し上げますと、理研の研究員がものすごく高価な給料をもらっている

と新聞にドーンと書かれて叩かれました。あれはたくさんのお金がほしいからではなくて国際的

な競争の中から言ったら、これはみんな分かっている。そういうものは別な話なわけです。みん

ながたくさんもらっているようなイメージになっていってしまうというのは極めてまずい。それ

もやはり法律は独法の場合、研究開発法人と一般とやはり違うファンクションがあるので、そこ

はきちっと分けてやらなければいけないのではないかと思います。是非ともここは明確にしても

らいたいなと思います。このお二人が。（笑） 

○岡本構成員 私が決められればイエスとかノーを言えるんですが。（笑） 

 今、橋本先生から言われたことは私も入っている分科会で議論している内容と、まだ途中の段

階で、そういう意識を持ちながら今の100いくつある独法は１つの制度、それをおっしゃったよ

うな形でどういうふうに持っていったらいいかという議論を今させていただいているところです。

それは今議論をさせていただいているということで、途中段階ですからご理解をいただきたいと

いうこと。 

 もう１つ先生がおっしゃっていることは入札のところに関しては、これは独法の制度論という

よりも調達の方ですね。これはそちらの議論を経ないといけないかなと思います。 

 それから理研の話はいわゆる国家公務員を基準にラスパレスどうのこうのという議論で、ここ

も私は個人的には変だなと思っております。そういうことも変な議論にならないような改革に持

っていきたいなと思っています。 

○橋本構成員 それから中期計画をまたいでお金を持つとか、こういうような話も含めて、研究

開発の場合は説明するまでもないと思いますが、そういうことはあるべきなんです。 

○岡本構成員 そういう視点も議論の中には出てきておりますので。 

○吉川座長 我々としては今橋本先生の現場からの声がありましたが、これらを実現する。研究

独法はいわゆる通則法とは違う形を許すというふうにいずれなってくれるだろうという前提で、

今この議論をしているのです。 

○城山構成員 大きな流れでいうと多分研究開発独法はそれなりの特色があって、そういう類型

をどうするかというのと当然独法の話として考えるでしょう。しかしながら逆に言うと研究開発

独法の特色があるにしても、研究開発独法としてちゃんとやってもらうということを確保すると
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いうことは国としては必要なので、ある意味では行革の方のストーリーからいっても、ある意味

では司令塔みたいなところがきちっと研究開発独法についてもある程度ブリップができるという

システムを作っておくことが、逆に言うとある程度一定の自立性なり特徴をある意味では許容さ

せるためにも重要です。そういう意味でいうと、ここで議論している、ある意味では司令塔機能

をきちっとやるということが、多分そういうことを可能にする１つの制度的条件にもなり得るの

だろうと思います。 

○岡本構成員 うまくというか、城山先生に今説明していただきましたように、研究開発はこう

あるべきだという議論をここでやっていただいて、それを受けるという関係になるのだろうと思

っています。 

 そういう観点から見ると先ほど橋本先生がご指摘された研究開発独法の在り方論で書かれてい

る一定の関与ができるというここをどういうふうな在り方をすべきなのかということは、これは

行革の議論ではないと思います。むしろ科学技術の推進の方でどういう関与の在り方があるかと

いうことは議論すべきだと思います。 

○吉川座長 これについては最初に私申し上げましたように、私個人としては非常にはっきりし

た考えを持っています。やはりイノベーションができるためにはこの研究開発独法という大学と

違う研究者集団が働くのが必要条件であります。そういったためには研究開発独法というものが、

岡本先生が心配されるように研究をやっていない人もいるらしいですが、そういう人も全部研究

をやるような方向に司令塔が引っ張っていくというのはかなり大きな条件になってくると思いま

す。 

 数の上からいっても現在の研究開発独法に１万6,000人ぐらいいます。大学人は何十万人とい

るわけです。その両者がきちっとした構造を作ってイノベーションを創出する。その役割を持つ

人の数が十分あることが非常に大事です。非常に成績の良い研究独法だけ残したというのでは望

ましい構造ができず、イノベーションの可能性を削いでしまうのではないか。これは私の実感と

いうか、経験上言っているわけです。そういうふうにしていただきたいと思います。 

○安西構成員 大事なことはイノベーション国家として再生していくということです。そのため

に必要な制度改革は前提としてあるべきだと思います。ヒトまた資材、あるいは資金もそうです

が、翌年度繰り越しとかそういうことも含めて研究開発が本当に推進される、そういう仕組みに

していただきたい。一方で城山さんが言われるように研究者の方も覚悟を決めてやらなければい

けないということはその通りだと思います。 

○吉川座長 研究者が何を考えるか議論する場が比較的今は少ないと思います。世界的に話題に
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なっているのは、研究者の健全性、インテグリーということがあります。これは今までの日本で

社会から独立した研究者というイメージを払拭して、社会的な貢献を、社会の中に入ってしなけ

ればいけない。この議論の場を作ることもある意味では司令塔の大きなミッションになります。

そういうのは形式論的には非常に書きにくいわけです。それは一種の精神的なことです。これは

しかし絶対にこれから作る仕組みの中に埋め込んでおかないといけない。それが間接的にこうい

うところに出ているわけです。研究独法に一定の関与というのはそういうことだとご理解いただ

きたいと思います。 

○城山構成員 そういう意味で言うと吉川先生が最初言われた、ある意味では社会と繋いでいく

ところというのは大学とは違う、ある意味では研究開発独法が独自に持っている機能だというと

ころもあります。ある意味では科学技術イノベーション政策、今回の大きな枠ですけれども、そ

ういう世界と繋ぐところという観点から各独法についてある程度きちっと、ある種のコメントな

り、場合によっては勧告なりができる、そういうことを明確に書いておくのがいいと思います。

そうしないと、今のも書かれていますが、６ページの表現は例えば３行目辺り、司令塔が随時大

所高所的な立場から活動について勧告することができる。大所高所とはどういう大所高所か。１

つはフィロソフィーを明確にしておいた方がいいので、今日最初に議論したような科学技術とイ

ノベーションをくっつけて社会につなげていくのだという、そういうブリッジをやってもらうと

いうことをちゃんと確保するという観点から単に研究のための研究ではないですね。もちろん自

立なところは当然必要なわけですが、そういう観点からコメントができるという、そういう仕掛

けを作っておくことが重要かなと思います。 

○中村構成員 私も今回の中で研究開発法人が非常に重要な役割を果たすということで、この総

司令塔、司令塔との関係を深めるというのは必須のことだと思っております。そのためにも新し

い制度を作るとか、あるいは制度運用をするというのを内閣府、もう少し突っ込んで言うと科学

技術担当大臣のところでやはりきちんとやるべきではないかと思います。そうするとこういうこ

とが実際にできるようになるのではないか。 

○吉川座長 なるほど、そうですね。 

○野間口構成員 私は、研究開発独法は社会内存在ですから、これぐらいのことをしっかりと効

率的に活動してもらうためにやるというのは当然だと思います。国立大学法人についても、この

前の会議で、橋本先生も指摘されましたが、同じようなことをやるべきではないかと思います大

学の基本法の中身が、教育と研究と社会貢献に変わりました。大学のミッションの中に研究開発

をやる、社会貢献が入ったのであれば、ここの研究開発法人に対して行うような評価やチェック、
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そういったことも大学における研究開発に対してはある程度適応しなければいけないのではない

かと思います。 

 この前も言いましたが、国立大学法人を今の体制はこのままにしておいたら、それが十分生か

されるような政策提言と取組は何もなされないのではないかと思います。これをやらなければ研

究開発システムの強化には繋がらないのではないかと思います。そういうのに対する発言を大い

にやっていただきたい。 

○橋本構成員 大学法人の研究者を国家の研究開発イノベーションに入れ込むことは極めて重要

です。極めて重要であるからにはこの司令塔が大学法人における研究に対しても一定の関与がで

きるようにしておく必要が必ずあると思います。今までもできなかったわけではないようですけ

れども、でも実質的にはできていないわけです。なので、やはり明確に国立大学法人における研

究開発においては、イノベーション政策に関与できるようなことを明確に書く必要があると思い

ます。 

 吉川先生がおっしゃっているように研究と産業を繋ぐ働きは極めて重要ですが、繋ぐだけでは

なくて、研究をやっている人たちがイノベーションのために、要するに国家のために貢献するの

だという意識改革の部分も必要だと吉川先生は言っておられる。まさにそこの部分は結局資源配

分とかそういうところでしか効いてこないわけです、研究者には。ですので、そういうところを、

こうやって私が言うと大学の人間がなぜそんなことばかり言うのかと。逆に言うとちゃんとした

研究、自由な発想な研究を守るためにそういうところを明確に出しておく必要があると思ってい

ます。トータルな議論が必要だということを申し上げたいから申し上げました。 

○岡本構成員 橋本先生のお立場からそういうご発言が出るというのはすごく意外です。意外と

いう趣旨は、先生の言う通りだと思いますが、結局、国立大学法人の評価であるとか、文科省の

いろいろな委員会に出ると必ず研究者の研究に国家が介入してくるのはいかがなものかという考

えをベースに持っておられる。それで結局いろいろな国家戦略に結びつかない議論が……、ここ

まで言ってしまっていいですか。 

○吉川座長 それは伝統的な考えですね。 

○岡本構成員 結局、そこで議論になるのは大学の自治という、金科玉条のように出されてしま

って、議論が前に進まなくなるということが私は個人的にはいかがなものかなと実は思っていま

す。でも大学の自治は守らなければいけない。その通りですが、その内容と議論しなければいけ

ない内容が違うにも関わらず大学の自治を持ち出して議論が前に進まなくなる。これは今この科

学技術イノベーションを議論する中ではあってもならないことではないかと。 
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○橋本構成員 自分の発言が間違って大学に伝わって、私首になったら困るので。（笑）これは

前提ですが、研究は国家目標と異なる自由な発想に基づく研究は極めて重要であって、そういう

ものは守らないといけないんです。一方で科学技術立国を目指すための研究というのもあるわけ

です。それらを一緒くたにしてしまっているからまずいと思っています。ですので一緒くたにし

てしまわないためにも、そういうことを議論する場が必要だと思っています。ですので研究者の

自由な発想に基づく基礎研究を守るための、具体的に言うと私は科研費ですが、科研費の2,000

億は絶対守るべきだと思っています。そういうものを守って、かつアディショナルにいろいろ、

例えばシーリングから外れてくるとかそういうような議論をしている、それは国の産業育成のた

めの研究とファンクションを持っているわけですから、そういうものについてはきちっとここで

入っていく必要があるというふうに分けて議論するために今のようなことを申し上げております。

これだったら首にならないですよね。 

○吉川座長 ならな過ぎるというか、伝統的な教科書のお答えだった。 

○安西構成員 学術振興会と、それから研究開発法人、そのきちっとした形ですね。その構成、

そこが非常に肝心です。私は橋本先生が言われるのはごもっともだと思います。やはり大学は国

家の命令によって研究をするのではないという部分はどうしても必要だと思っております。 

 その一方でずっとここで議論のあるような方向の科学技術イノベーションに向けた研究開発に

つきましては、やはり司令塔からの、私はむしろその部分については６ページの３行目に大所高

所的な立場から研究開発法人の活動についてと書いてありますが、ここはむしろ国立大学法人の

活動についてというふうに、その部分はですね。研究開発の司令塔機能の部分については入れて

もいいのではないかと思います。 

 そうやってメリハリをつけた形で日本の学術、また科学技術イノベーションを進めていくこと

がとても大事なことではないかと思います。 

○吉川座長 そうですね。皆さんの考えていることは非常に似ているのですけれども、最初に岡

本先生がおっしゃったように、これは非常にデリケートな話題です。学問というものにいわゆる

社会というか、厳密に言えば政治といいますか、それが介入することについての論争は歴史的に

非常に長い、それこそ何百年という歴史があります。そういう歴史で常に議論されてきたことで

す。そういう中で実は総合科学技術会議がはっきり課題達成型イノベーション、これが研究の主

流なのだと言ったときには既にその言葉の中に課題という、いわゆる学問の外から与えられるよ

うな課題で研究しなければならないという、非常にデリケートな表現が既に言われてしまってい

るのです。そういう中でご指摘のように基礎研究者が今防衛的になっているという、当然の状況
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がやはりあります。そういうことに対するきちっとした回答を誰が出さなければいけない。 

 私はそういったことを話すのに、まだ話題に出てきていないのですが顧問会議でそういったこ

とをもっときちんと話して、サイエンティストと政治の人も入り、それから産業界も入るような

そういうところがあって、常時そういうところを議論すべきだと思います。 

 私自身は回答を持っていて、課題達成型イノベーションといったときのその課題自身を科学者

が発見すればいいのだ。科学者の研究テーマとして、研究した結果課題が出てくる。そうすれば

課題は外からではなくて、科学者の内在的な欲求として提起できます。ですからいわゆる学問の

自治といったときに多分岡本先生はいやだなと思われるのでしょう。その表現は確かに矛盾をは

らんでいる概念です。いわゆる国家のお金で研究者たちが研究するという、ある種の了解の下で

科学コミュニティを社会は温存しているということと、その本人たちが科学の自治が与えられて

いるというのは何かそぐわないよう気がするでしょう。それはしかしながら歴史的な意味でそう

なっている、非常に矛盾しているものなのですが、そこをどうやって現実的に突破していくかと

いう方法論をこの司令塔が作らなければいけない。ですからこれは司令塔の大きな話題です。で

すから、この委員会ではとても結論は出ませんが、そういったことも議論できるような司令塔、

あるいは顧問会議という形にしておいていただきたいでのす。 

○城山構成員 余計なことは言わない方がいいのかもしれませんが、要するに大学の自治をどう

考えるかということですが、大学の自治は自己目的ではない。ある種のファンクショナルな必要

があるので社会として大学の自治を認めているところがあります。そこは吉川先生が今おっしゃ

られたように課題をギブンとして与えて、それを解けというのでなくて、どういう課題があるか、

どういう考え方をしなければいけないかという幅は、むしろ勝手にやらせておいた方が社会にと

ってもヘッジになる。そういう仕掛けも社会全てではないにしろ、どこかそういう仕組みを持っ

ておいた方がいいのではないですかということです。 

 そういう意味で言うと大学の自治と課題解決がぶつかるというよりかは課題解決をうまい形で

やる。あるいは適切な課題発見をして適切な解を見つけていくことでいうと、大学の組織原理み

たいなものをどうやってうまく使っていったらいいのか。そういう観点でこれをきちっと位置づ

けることが重要なのだろうなと思います。 

 そう見るとこの表現は私は嫌いでなくて、大学の自治に留意しつつ、政策提言みたいな形でソ

フトな形で大学にもちゃんとフィードバックしていきますよということ。だから切り離すわけで

はありません。だけども大学の自治という自分で目的を発見していくという機能をうまく利用し

つつ、そうは言ってもこういうことをやったらどうですかぐらいの、ある意味では刺激を与えま
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す。だけど最後決めるのは大学自身でも構いません。そういう距離感なので、そういう意味では

必ずしも悪くない表現かなという気はしております。 

○吉川座長 いいと思いますね。要するに大学は自治だと言っても閉じてはいけないんです。そ

れは常時、好奇心で研究するという好奇心自身が社会をきちっと反映していなければ現代人とし

て資格がないわけですから、そういったことはきちっと言うということになると思います。 

○岡本構成員 別の件で申しておきたいことが１点。先ほどの中村先生がおっしゃったことです。

専任の大臣を置いたときに本部と研究開発法人との関係です。今はどうしても主務省を間に入れ

て法人を見ています。今、中村先生がおっしゃったのは大臣が直接法人のところに一定の関与を

するということであれば……。そこまでおっしゃっているわけではない？ 

○吉川座長 首席顧問でもいいのです。 

○中村構成員 私が申しましたのは新しい研究開発法人体制の在り方、制度の在り方とか、ある

いは制度を作ったときの運用という点では、やはり内閣府、あるいは科学技術担当大臣の方でリ

ードして議論すべきではないか、そういうことを申し上げます。 

○吉川座長 さて時間が来てしまいましたが。どうぞ。 

○野間口構成員 先ほど城山先生がおっしゃったのは、総論としてはその通りだと思います。し

かし例えば地方の国立大学では、生き残るために大学間のネットワークをどう構築しようかとい

った自己改革の動きが出ています。政策提言という標記ではそのような動きにブレーキをかけて

しまうのではないかと懸念します。。自己改革の動きをもっと加速させることも必要なのではな

いかと思います。 

○城山構成員 何を研究しろとかそういうことは言わないけれども、大学が大学として果たすべ

き機能をやれるために周りからある種の、ここで言うと政策的勧告となっていますが、何か刺激

を与える枠組みをつくっていくことが当然必要だろうと思います。 

○野間口構成員 大学の学問の自由の中で何をやるかというのと、これとは、トレードオフの関

係は全くないと思います。 

○城山構成員 あと１つだけ。今まで出てきたシンクタンク機能の話で、最初吉川先生がおっし

ゃられたバーチャルとか、私はネットワークという言い方もしますが、そういうのが大事だとい

うことは全くその通りだと思います。かといって本部に全く手足がなくていいのかというとネッ

トワークをマネージするようなところは少なくとも直結である程度の数は持っておく必要がある

のかな。それがどういう規模かとか、そこはいろいろな考え方があり得ると思います。完全に既

存のところに依存してしまうと、既存のところは先ほどの話ではないですが、それぞれの主務省
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を見る世界なので、コアで戦略本部のためにやっているというコアスタッフは一定数はあった方

がいいだろうと思います。だけども、そこで全部抱え込むということは現実的には無理なので、

現実はバーチャルなりネットワークなりを作っていく。そういう仕掛けを考えていただくことが

重要かなと思います。 

○吉川座長 そうですね。私もその通り考えました。実際にはバーチャルで仮に100人集めた。

しかし、それは自分の機関にいるのではない。その人たちが出かけてきて部屋があるんです。そ

の部屋にみんな集まっているわけです。やはり集まらなければだめです。集団として集まってい

る。バーチャルというのは所属がバーチャル。空間的には集まってきます。組織論的にはバーチ

ャル。 

○城山構成員 人材育成のプロセスを考えても新規にフルタイムの人を雇っていい人がいます。

なかなか難しいので、いろいろなところにいる人たちを連れてきて共同作業をさせみることがま

さに重要です。プロセスとしてもある種のさっきの二重性みたいなものがある人がいても全然問

題ないと思います。ただ、中期的にはそのコアをマネジメントする人たち、コミットする人たち

は必要なのだろうなと思います。 

○吉川座長 それは大学が100人でも同じことであって、もちろんコアというか、そのシンクタ

ンクが持っているミッションをどこかで統括していかなければならない。これは間違いがないと

思います。 

 さて、そういうことで司令塔についてはいろいろなことが出てまいりました。その機能あるい

は構成員についても複数のご意見が出ました。それから、それの国家戦略の中での位置づけとい

う議論もありました。更にやや曖昧にですが首席顧問との関係というのも議論がありました。首

席顧問あるいは司令塔と顧問を一緒にした１つの拡大された司令塔みたいなものが現場の研究者

群、特に今日話題になったのは研究法人です。そういったものに対してきちっとしたサジェスチ

ョンというか情報を提供できるのかという問題が出てきたわけです。 

 そういったことを含めた意味で、どうでしょうか、仮説的に事務局の方である種の報告書素案

を。まだできないですか。 

○須藤参事官 仮説的にということで今日のご議論も踏まえて作ってみるということでございま

すか。 

○吉川座長 作った方がいいでしょうね。今度の議論はそういった意味で図面も出てきて、その

図面にきちっとしたミッションと機能と、それから権限、それから権威もあるかもしれません。

そういったものを付与しながら、それから情報の流れですね。そういったことが見えるような基
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本的な原案を作ってみることにしたいと思います。 

 特にここに気をつけろということはございますか。 

○城山構成員 途中で申し上げたことですが、要するに科学顧問というのはある程度専門的観点

からちゃんとアドバイスする。それから、その人が司令塔機能に入ることも重要ですねというこ

とはかなり皆さん、共通理解だと思います。問題はそれ以外の司令塔支援をする有識者という人

たちですね。それが科学顧問という枠の中にみんな入ってくるのか、それか科学顧問以外の有識

者みたいな人も、例えばビジネスとかそういう現場を持っておられる方が入ってくるのかどうか。

あるいは、今社会科学系の人たちが果たしている機能、あれは科学顧問の機能なのか。あるいは

もうちょっと政策アドバイス的な機能なのか。そこは十分議論していないので、そこは少し選択

肢的に次回辺り議論していただく必要があるのかなと思います。 

○吉川座長 同じく今の先生の話に関係しますが、首席顧問ではなくて科学顧問というのがあり

ます。これが各府省あるいは大学、産業もあるかもしれない。そういったものをある意味では代

表するような科学顧問がいるとした場合、例えばある省の中の科学顧問とは一体どういう人なの

かというイメージが今日は議論が出来なかったのですが、ある省の人に聞いたら、うちの係長を

出しておきますということがありました。それはちょっと困るんですね。そうではなくて、それ

はサイエンティストとしての自覚というのでしょうか、アカデミーの一員としての自覚を持ち、

同時にその省の最大の理解者であり、しかも科学コミュニティの信頼を受けているという、何か

非常に難しい性格を持つ人だと思うのですが、そういったことについて仮説的に次回は事務局、

有能なる事務局が原案を出していただけると思います。 

○橋本構成員 シンクタンクのところですが、吉川先生が作ってくれた資料も、学術的なところ、

それからいろいろな制度とか社会状況を見るのも大事ですが、イノベーションの部分のシンクタ

ンクが全然入っていないような気がします。これは産業界を使うのか、どこを使うのか分かりま

せんけれども、いずれにしてもそこの部分を入れた形にシンクタンクはする必要があると思いま

すので、ちょっとコメント。 

○吉川座長 それはそうですね。科学技術政策は今やイノベーション政策になったのだから、要

するに少なくとも産業界ですね。産業界というのが入っていなければいけない。 

○中村構成員 次回もう少し議論していただきたいのは、今の点に関連します科学技術イノベー

ション戦略協議会、私は全てのステークホルダーを集めて日常的に主要な分野の戦略を検討する、

あるいはその施策を共有するという、そういう場所だと思っています。これと今のシンクタンク

との関係を、この辺については是非ご検討を。 



- 45 - 

 

○吉川座長 そうですね。それを明確に出すということ。 

○須藤参事官 先生、１点だけよろしゅうございますか。今のお話でございますが、事務局で議

論のたたき台になるかどうかも怪しいところがありますが、それを作らせていただきますが、そ

こで橋本先生のお話にございます科学技術顧問の、科学技術顧問という言い方はあくまでも仮称

でございますが、科学技術顧問の守備範囲も今までのご議論で当然科学技術イノベーション、イ

ノベーションも当然入るという形で案を作らせていただくということでよろしゅうございましょ

うか。 

○吉川座長 科学技術イノベーション顧問？ やはり入れなければならないでしょうね。発音し

にくいですが。入れましょう。 

 さて、私の不手際というか、議論が非常に不十分だったような気もしますが、その分事務局に

働いてもらいまして、次回はいつですか。 

○須藤参事官 次回は12月５日、来週の月曜日です。ただ、そこでちゃんとしたご議論をしてい

ただくためには、事前に送らないといけないということもありますので、事務局としては何とか

今週中に先生方に何がしかのものを送る形にさせていただいて、当日、プリマチュアなものかも

しれませんが、それにつきましても送らせていただいたものについてもお気づきの点は事前にご

指摘いただければありがたいかなと思っております。よろしくお願いいたします。 

○吉川座長 そういうことでよろしくお願いいたします。今日は時間を超過してしまいました。

ありがとうございました。 

 


